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１　前年度指摘事項等に対する措置等

（１）指摘事項
　該当なし

（２）監査意見
　該当なし

（３）決算審査意見
　該当なし

２　前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項（口頭指摘を含む。）に対する処理状況

３　職員の定員、現員調べ

3.4.1 2.4.1 3.4.1 2.4.1 3.4.1 2.4.1 3.4.1 2.4.1
現　在 現　在 現　在 現　在 現　在 現　在 現　在 現　在

定　　員 10 10 0 0 0 0 10 10

（　） （　） （　） （　） （　） （　） （　） （　）
10 10 0 1 0 0 10 11

過 不 足
（△）

0 0 0 1 0 0 0 1

臨 時 的
任用職員

0 0 0 0 0 0 0 0

会計年度
任用職員

4 4 0 0 0 0 4 4
事務３名、母子父
子寡婦福祉資金償
還協力員１名

４　役付職員の調べ
（令和３年８月１日現在）

年 月
１ ４

０ ４

指　　摘　　事　　項
＜ひとり親家庭の支援について＞
　平成30年度実施の「鳥取県ひとり親家庭等実態調査」
の調査結果では、ひとり親家庭の児童等を対象とした学
習支援事業を行っていることを知っている割合が回答者
の25％、そのうち利用したことがある割合が30.2％と、
事業の周知等が不足している状況であります。
　また、県内で支援対象となるひとり親家庭の児童等が
どれだけいるのか、そのうちどれだけの対象者に支援が
届いているか現状把握ができていない実態もあります。
　まずは、地域の実情を把握している市町村と連携し、
支援対象数及び支援状況の把握に努めるべきでありま
す。
　なお、学習支援としては、福祉部門の「生活困窮世帯
等学習支援事業」、教育委員会の「地域学校協働活動推
進事業（地域未来塾、放課後子供教室）」といった類似
事業があり、特に生活困窮世帯等とひとり親世帯は対象
者が重なったり、事業目的も共通するため、お互い連携
して合同で行っている市町村もあることから、県から情
報提供を行うなど、市町村間で情報の共有を促し、適切
な支援につながるよう検討すべきであります。

措　　置　　て　　ん　　末
　ひとり親家庭の児童に対する学習支援は、
対象児童の個人情報に配慮しながら、市町村
がそれぞれの地域の実情に応じて実施してい
るところであり、まずは、市町村においてど
のように支援対象者を把握し支援へ繋げてい
るのか現在の取組状況を把握し、参考となる
取組事例を他市町村へ情報提供するほか、事
業実施にあたって課題となっている事象の解
決に向けた助言を行うなど、市町村の取組を
支援します。
　また、生活保護等の福祉支援を受けておら
ず悩みや困難な状況を行政機関で把握しにく
いケースについて、ひとり親家庭が土曜日や
電話で気軽に相談できる窓口を東中西部に設
置し、併せて、こども食堂やひとり親家庭を
対象とした交流事業などに出向いて出張相談
会を開催することで、ひとり親家庭を必要な
支援へと繋いでいく事業を令和３年度当初予
算案に計上しました。

現　　員

　　　 種
別
 区分

在　職　期　間 備　　　　考

事務職員 技術職員 現業職員 合　計
備　　考

氏　　　　名職　　　　名

家庭支援課長 名越　善彦

　 〃 　課長補佐 田中　康子
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５ 主な事業に関する調べ 

（単位：千円） 

事   業   名 決算額 
財  源  内  訳 

国庫支出金 起  債 そ の 他 一般財源 

児童相談所体制強化事業 16,385 7,765   8,620 

将来ビジョン ５ 支え合う お互いを認め、尊重して、支え合う 

（４）ＤＶ、性暴力や児童虐待などの被害者や、支援の必要な方が生活しやすい環

境が整備 

令和新時代創生戦略 ２ 人々の絆が結ばれた鳥取のまちに住む 鳥取＋住む 
（１）出会い・子育て 

  ②地域で子育て世代を支える 

政策項目 Ⅲ ひと新時代 

① 全国の一歩先行く子育て支援に乗り出し児童相談所強化など虐待防止も 

（概 要） 
ア 目的及び事業の実施状況 
（ア）目的 

令和元年度に米子児童相談所の一時保護所で発生した施設内虐待事案を踏まえ、施設内虐待の再発防
止に向けた取組を行うとともに、児童相談所の人員体制の強化を図る。併せて、広く県民への広報啓発
活動等を行い、児童虐待防止対策を推進する。 
 

（イ） 事業の実施状況 

項 目 事  業  内  容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施
設
内
虐
待 
の
再
発
防
止 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一時保護所の 
第三者評価の 
受審 

一時保護児童の権利擁護と一時保護所の適正な運営と質の向上を図るため、す
べての児童相談所一時保護所において、第三者評価を受審した。 
【評価機関】特定非営利活動法人 あいおらいと（鳥取市） 
【評価項目】５部構成・64評価項目 

 内容 項目数 

第Ⅰ部 子ども本位の養育・支援 14 

第Ⅱ部 一時保護所の環境及び体制整備 15 

第Ⅲ部 一時保護所の運営 25 

第Ⅳ部 一時保護所における子どもへのケア・アセスメント ６ 

第Ⅴ部 一時保護の開始及び解除手続き ４ 

 合計 64 

【評価結果】 

児童相談所 中央 倉吉 米子 

評価ランク S A B C S A B C S A B C 

評価項目数 2 44※ 17 0 6 42 16 0 3 37 24 0 

割合 3
％ 

70
％ 

27
％ 

0
％ 

9
％ 

66
％ 

25
％ 

0
％ 

5
％ 

58
％ 

37
％ 

0
％ 

  ※１項目評価未実施（評価対象事例なし） 

［評価ランクについて］ 

S：優れた取組みが実施されている。他の一時保護所が参考にでき

るような取組みが行われている状態 

A：適切に実施されている。よりよい一時保護の水準・状態、質の

向上を目指す際に目安とする状態 

B：やや適切さに欠ける。「A」に向けた取組みの余地がある状態 

C：適切ではない、又は実施されていない。「B」以上の取組みとな

ることを期待する状態 

【総評（のうち、「今後期待される点」）】 

児童相談所 内容（要点抜粋） 

中央・倉吉 (1)現在の「倫理規定」を運用していく中で検討を重ね、適

宜見直しすること 

(2)一時保護業務に特化した研修を行うなど、今後、検討を

進め、より専門性の高い職員の育成体系を構築すること 

(3)一時保護児童に関わる全ての職員が統一した対応がで

- 2 -



 

 
 
 
 
 

施
設
内
虐
待 
の
再
発
防
止 
 
 
 
 

 

きるよう「一時保護所業務マニュアル」の作成を検討す

ること 

米子 (1)外部からの指導や継続した第三者評価の受審など、より

専門性の高い実践的な職員の育成を行うこと 

(2)一時保護課や夜間指導員以外の職員についても、一時保

護所の細かなルールや支援方法について十分に共有でき

るよう検討すること 

(3)食事の量やメニューについて、委託業者と連携して子ど

もの希望を反映するよう工夫すること 

(4)多くのマニュアルやチャートが策定されているが、分散

して分かりづらいため、整理・統合した業務マニュアル

の作成を検討すること 

夜間における
職員体制の強
化 

全ての児童相談所一時保護所の夜間体制を正職員と夜間指導員の２名体制と
した（R2.4～）。 

児童虐待防止
対策研修事業 

県内全ての児童相談所において、全職員を対象に施設内虐待防止に係る研修を
実施した。 

 
 
 

人
員
体
制
強
化 
 
 
 

警察官の配置 新たに現職警察官を米子児童相談所に配置して警察との連携強化を図るとと
もに、警察視点での見立てをケース支援に活かすことのできる体制を構築した
（R2.4～）。 

児童福祉司の 
増員 

虐待対応件数の増加に対応するため、福祉相談センターに児童福祉司を１名増
員して体制の強化を図った（R2.4～）。 

弁護士の配置 弁護士が児童相談所に定期的に常駐（月４回、倉吉は月２回）し、ケース対応
において法的観点から助言指導を行った。 

児童相談所サ
ポート体制強
化事業 

児童相談所が対応するケースのうち、問題が複雑で援助方針や自立支援計画を
立てるために専門的な判断が必要となるケースに対して、外部有識者から助言
指導を得た上でケース対応を行った。 
 助言者：鳥取大学大学院医学系研究科 教授 井上雅彦 
     児童心理治療施設鳥取こども学園希望館 医師 川口孝一 

 
 
 
 
 
 
 
研
修
等 
 
 
 
 
 
 

児童福祉入所 
施設における 
新型コロナウ 
イルス感染予 
防講習会 

児童福祉入所施設における新型コロナウイルス感染症の発生予防及び発生時
の対応を習得するための講習会を開催した。 

開催日：令和２年10月７日（水） 
 場 所：倉吉交流プラザ２階生涯学習センター（倉吉市） 

参加者：39人(うち、児童相談所８人、県立施設10人、民間施設21人） 
講 師：鳥取看護大学 教授 荒川満枝 

司法面接（被
害者事実確認
面接）研修会 

誘導・暗示に陥りやすい子どもの特性に配慮した面接技法である司法面接（被
害事実確認面接）を修得するための研修会を開催し、虐待等の被害を受けた子
どもから客観的な被害事実を聞きだす手法や面接による２次被害（トラウマ
等）を防止する技術の修得を図った。 

開催日：令和２年７月27日（月）、28日（火） 
 場 所：県民ふれあい会館（鳥取市） 

参加者：44人(児童相談所21人、警察20人、弁護士２人、検察１名） 
講 師：立命館大学総合心理学部教授 仲真紀子 

児童虐待防止 
広報啓発強化 
事業 

児童虐待防止についてリーフレット・ポスター、テレビＣＭ、コンビニレジ公
告及びＷＥＢ公告等により、広く県民に周知した。 

 

イ 令和２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 

令和元年の米子児童相談所一時保護所で発生した施設内虐待事案を踏まえ、すべての児童相談所一時
保護所において第三者評価を受審して運営の適正化と質の向上を図るとともに、施設内虐待防止に向け
た研修を全ての児童相談所職員が受講して再発防止に努めた。 
また、米子児童相談所に警察官１名及び児童指導員２名、中央児童相談所に児童福祉司を１名増員し

て児童相談所の体制を更に強化した。 

加えて、コロナ禍において安全な施設運営を行うため講習会を開催して、児童相談所をはじめ児童養

護施設等の感染対策の強化を図った。 
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ウ 成果及び効果 

児童相談所の強化や関係機関との連携強化に繋がった。令和２年度における児童虐待の通告件数は

523件（速報値）で令和元年度の610件から87件減少したものの過去２番目の件数となったが、従前どお

り通告後24時間以内の安否確認や児童確保のための一時保護を行うなど、日頃の虐待対応について関係

機関と情報共有を図りながら連携して対応することができた。 

 

     【児童相談所における児童虐待対応状況について（令和２年度３月末）】 

 

 

エ 課 題 

増大する児童虐待事案に対応するためには、児童相談所の体制強化のみならず、子どもに関わる関係

機関が互いの組織をよく理解して連携を図ることが必要であり、これまでの取組の着実な実行と必要な

連携強化を図りながら、児童虐待防止施策の強化に引き続き取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
虐待件数 86 68 49 63 103 155 82 87 84 76 80 110 109
通告件数 162 220 202 267 323 423 334 465 316 381 422 610 523

全国 虐待件数 42,664 44,211 56,384 59,919 66,701 73,802 88,931 103,286 122,575 133,778 159,838 193,780 未発表

年度

県

※Ｈ22は東日本大震災の影響により福島県を除いた数値
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56,384
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88,931
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（単位：千円） 

事   業   名 決算額 
財  源  内  訳 

国庫支出金 起  債 そ の 他 一般財源 

ひとり親家庭生活支援事業 8,420 5,422   2,998 

将来ビジョン ６ 育む 次代に向けて、躍動する「ひと」を育む 

（１）地域や職場との連携などにより、安心して子育てできる環境が進展 

令和新時代創生戦略 ２ 人々の絆が結ばれた鳥取のまちに住む 鳥取＋住む 
（１）出会い・子育て 

  ②地域で子育て世代を支える 

政策項目 Ⅲ ひと新時代 

全国の一歩先行く子育て支援に乗り出し児童相談所強化など虐待防止も 

（概 要） 

ア 目的及び事業の実施状況 

（ア）目的 

  母子家庭及び父子家庭（以下、「ひとり親家庭」という。）は、就業と家事・育児を一人で担っている

ことから、児童の学習に関わる機会が少なくなる場合や、経済的な事情から学習塾に通わせることを躊

躇する場合も少なくない状況にあり、ひとり親家庭の児童の学力や学習意欲の向上のための学習支援を

推進していく必要がある。 

  このため、ひとり親家庭の児童等の学習を支援したり、児童等から気軽に進学相談を受けることがで

きる教員ＯＢ、大学生等の学習支援員による学習支援を実施したりする市町村に対して助成する。 

  また、一時的に日常生活や子育ての支援が必要な場合に、必要な保育を行う家庭生活支援員の派遣、

ひとり親家庭等支援サイトによる情報提供、ひとり親家庭等のための研修や交流事業に対する助成やひ

とり親家庭福祉推進員の相談指導等の活動に要する経費の助成を行った。 

 

（イ）事業の実施状況 

  ひとり親家庭学習支援事業を実施した７市町に対して補助を行った。 

       （単位：千円） 

実施市町村 実   施   内   容 補助額 

鳥取市 

・実施形態 委託・学習塾形式 

・実施日 毎週月～金曜日 17:20～20:45 

・利用登録児童数 84 名(中学生 84 名)、参加延べ人数 959 名 

・送迎支援あり 

国庫補助は直接補助のため、単県(送迎支援部分)補助のみ実施 

  24 

米子市 

・実施形態 直営・学習塾形式 

・実施日 毎週土曜日 14:30～16:30 

・利用登録児童数 43 名(小学生 24 名、中学生 19 名) 

参加延べ人数 526 名 

・送迎支援あり 

739 

倉吉市 

・実施形態 委託・学習塾形式 

・実施日 毎週水曜日 16:00～21:00 

・利用登録児童数 26 名(小学生 13 名、中学生 13 名)参加延べ人数 867 名 

・送迎支援あり 

804 

境港市 

・実施形態 委託・学習塾形式 

・実施日 毎週土曜日 10:00～17:00 

・利用登録児童数 10 名(小学生 10 名) 参加延べ人数 96 名 

  484 

智頭町 

・実施形態 委託・学習塾形式 

・実施日 毎週火・金曜日 16:20～19:00 

・利用登録児童数 12 名(小学生７名、中学生 5名)参加延べ人数 244 名 

・食事提供あり 

  776 
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 （単位：千円） 

実施市町村 実   施   内   容 補助額 

八頭町 

・実施形態 委託・学習塾形式 
・実施日①毎週月～金曜日 16:00～18:00(小) 

②毎週月・金 18:30～20:30(小・中) 
③毎週水曜日 18:30～20:00(中・高) 
④毎週土曜日 9:00～12:00(小) 
⑤毎週土曜日 14:00～16:00(中・高) 

・利用登録児童数 20 名(小学生 15 名、中学生５名)参加延べ人数 3,577 名 
・送迎支援あり 

1,455 

北栄町 

・実施形態 委託・学習塾形式 
・実施日①毎週水曜日 16:30～18:30 

②毎週土曜日 13:00～15:00 
・利用登録児童数 18 名(小学生 7 名、中学生 11 名)参加延べ人数 709 名 

1,288 

※平成30年度からは県内の全市町村で、地域未来塾などの他事業で、ひとり親家庭の児童も対象に含

めた何らかの学習支援事業を実施している。 

 

イ 令和２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 

  特になし 

 

ウ 成果及び効果 

県内７市町での実施において、延べ6,978名の児童が学習支援に参加し、教員ＯＢや大学生等の学習支援

員による学習指導を受けた。 

実施市町における保護者からは「学習習慣が身についた」「家庭学習ができないため助かる」、「子どもが

楽しく参加し、他児童とも交流でき、良い居場所になっている」、「送迎支援が助かる」等、概ね高評価を

受けているが、「もっと回数を増やして欲しい」という声もある。 

 

エ 課 題 

本事業は、実施市町村数は７市町から伸び悩んでいるものの、ひとり親世帯の児童を対象とした何らかの

学習支援事業が全市町村で実施されており、利用者からも高評価を受けているが、事業を実施していること

を知らない又は知っていても利用したことがない世帯が多い（平成30年度鳥取県ひとり親世帯等実態調査よ

り）。知っていても利用したことがない理由としては、「子どもが行きたがらない」（43.2％）「送迎が負担」

（26.7％）などが挙げられており、学習支援の内容や送迎支援を行っていることが周知されていないことも

要因として考えられる。各市町村で、児童扶養手当の手続きの際や学校を通じてチラシを配布するなど行っ

ており、事業の周知を図っているところであるが、より、周知できる手法を考える必要がある。 
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（単位：千円） 

事   業   名 決算額 
財  源  内  訳 

国庫支出金 起  債 そ の 他 一般財源 

願いに寄り添う妊娠・出産応援事業 165,750 45,402  6,066 114,282 

将来ビジョン ６ 育む 次代に向けて、躍動する「ひと」を育む 

（１）地域や職場との連携などにより、安心して子育てできる環境が進展 

令和新時代創生戦略 ２ 人々の絆が結ばれた鳥取のまちに住む ～鳥取＋住む～ 

（１）出会い・子育て ①結婚・出産・子育ての希望を叶える 

政策項目 Ⅲ ひと新時代 

① 全国の一歩先行く子育て支援に乗り出し児童相談所強化など虐待防止も 

（概 要） 

ア 目的及び事業の実施状況 

（ア）目的 

不妊治療の早期開始への契機として、また不妊症に対する不安や、不妊検査に係る費用の経済的負担

の軽減のため、不妊症の診断に必要な検査を夫婦が共に受けた場合に、検査費用について県独自で助成

を行う。 

また、不妊に悩む夫婦等への経済的負担の軽減及び精神的なサポートを行うため、不妊治療（体外受

精・顕微授精・男性不妊・人工授精）に対する助成を行う。体外受精・顕微授精については、国の助成

回数を超えた部分及び国の助成制度改定により助成対象外となる部分について、県独自で助成を行う。 

不妊や不育に悩む方への相談体制を確保するため、不妊専門相談センターの運営を県内２か所の医療

機関（東部：鳥取県立中央病院、西部：ミオ・ファティリティ・クリニック）に委託し、専門家による

相談・指導、知識の普及啓発等を実施する。 

 

（イ）事業の実施状況 

                             ※助成実績には鳥取市保健所分も含む 

 ａ 特定不妊治療（体外受精、顕微授精）助成状況（男性不妊治療を含む） 

  H20  

 

中 

略 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

助成件数 

(内単県） 

（件） 

514
1,148 

（219） 

1,091 

(177) 

1,157 

(290) 

1,048 

(239) 

1,074 

(216) 

1,041 

(232) 

1,172 

(181) 

助成額 

(内単県） 

（千円） 

66,264
144,045 

(16,977) 

143,764 

(13,806) 

170,836 

(22,578) 

157,316 

(18,582) 

159,425 

(16,848) 

150,957 

(18,040) 

217,177 

(14,570) 

 

ｂ 人工授精助成状況（単県のみ） 

  H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

助 成 件 数

（件） 
158 147 156 205 243 227 256 270 257 339 

助成額 

（千円） 
3,289 2,829 2,897 4,081 5,068 4,998 6,034 5,907 5,706 9,408 

 

 ｃ 不妊検査費助成状況（単県のみ） 

  H28 H29 H30 R1 R2 

助成件数

（件） 
65 98 83 109 200 

助成額 

（千円） 
834 1,217 996 1,281 4,494 
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ｄ 不妊専門相談センター相談対応件数 

  H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

東 部
（件） 

213 159 158 154 202 291 367 521 493 700 

西 部
（件） 

－ － － － － 196 206 205 210 219 

 ※西部不妊専門相談センターは平成２８年度に設置 

 

イ 令和２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 

令和元年度に行った当事者アンケートの結果や専門家の意見、申請実績額の調査等をふまえ、より効果的

で適切な制度となるよう検討し、助成額の拡大や対象者の拡大等の制度改正を行った。なお、令和２年４月

から県独自に制度拡充を行ったほか、令和３年１月治療終了分以降については国の制度改正に合わせた拡充

を行った。 

（下線部分が拡充箇所） 

 拡充前（令和元年度） 拡充後（令和２年度） 

不妊検査 結婚３年目までの夫婦がともに受けた検
査のうち保険適用外となる費用の1/2（上
限13,000円）助成 

結婚から３年以内の夫婦又は妻の年齢が35歳未満
の夫婦が受けた検査のうち、保険適用外となる費
用全額（上限26,000円）助成 

人工授精 人工授精に要した費用の1/2を１年度あ
たり10万円まで（通算２年度まで）助成 
 

ａ 妻の年齢が35歳未満の夫婦 
要した費用の7/10を１年度あたり14万円まで 
（通算２年度まで）助成 

ｂ 妻の年齢が35歳以上の夫婦 
要した費用の1/2を１年度あたり10万円まで 
（通算２年度まで）助成 

特定不妊 特定不妊治療に要した経費の一部を助成 
ａ 助成上限額 
(ａ)採卵を伴う治療 

（初回）300,000円／回 
    （２回目以降）175,000円／回 
(ｂ)採卵を伴わない治療 87,500円／回 
(ｃ)男性不妊治療 

（初回）300,000円／回 
    （２回目以降）150,000円／回 
 
(ｄ)国が定める助成回数を超える治療 
            78,000円／回 
 

特定不妊治療に要した経費の一部を助成。 
ａ 助成上限額 
(ａ)採卵を伴う治療   （初回）330,000円／回 

（２回目以降）(～R2年12月) 250,000円／回 
         (R3年1月～) 300,000円／回 
(ｂ)採卵を伴わない治療     110,000円／回 
(ｃ)男性不妊治療 

 （初回）300,000円／回 
（２回目以降）(～R2年12月) 150,000円／回 

         (R3年1月～) 300,000円／回 
(ｄ)国が定める助成回数を超える治療 
         (～R2年12月) 78,000円／回 

(R3年1月～) 100,000円／回 

ｂ 助成上限回数 
(ａ)妻年齢40歳未満 通算12回 
      （国基準６回＋単県６回） 
(ｂ)妻年齢40歳以上43歳未満 通算６回 
      （国基準３回＋単県３回） 

ｂ 助成上限回数 
(ａ)妻年齢40歳未満      
(～R2年12月)通算12回（国基準６回＋単県６回）
(R3年1月～) 国基準 ６回/１子 ＋単県 通算６回 
(ｂ)妻年齢40歳以上43歳未満 
（～R2年12月）通算６回 (国基準３回＋単県３回) 
 (R3年1月～) 国基準 ３回/１子 ＋単県 通算３回 

 

ウ 成果及び効果 

不妊治療実施者の経済的負担軽減を図った。 
不妊検査費の助成額を拡大し啓発を行ったことで、不妊検査の受検者が増加した。これに伴い、人工

授精や特定不妊治療（初回治療）の申請件数の伸びが大きくなっており、治療が必要な方の早期治療に
繋がっている。 

  【特定不妊治療（初回治療）申請件数】（R元年度）207件→（R2年度）279件 

 

エ 課 題 

現在、国で不妊治療の保険適用化が検討されているが、保険適用の範囲外となる治療についても助
成制度を設ける等、当事者の負担が増加することがないよう国へ要望していく。 
可能な限り、生産率が高く、身体的負担が少ない年齢で治療が始められるよう、早期検査、早期治療

について引き続き啓発を図っていく。 
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児
童

福
祉

施
設

費
3
0
,
0
9
8
,
3
3
1

2
0
7
,
2
8
0

2
9
,
8
9
1
,
0
5
1

9
8
,
3
7
5
,
0
0
0

△
 
2
,
5
4
8
,
0
0
0

0
△

 
4
,
7
5
0
,
0
0
0

9
1
,
0
7
7
,
0
0
0

難
病

対
策

費
8
9
,
7
1
4
,
3
4
1

3
2
,
3
3
9
,
0
0
0

△
 
7
8
1
,
0
0
0

0
0

3
1
,
5
5
8
,
0
0
0

婦
人

福
祉

費

2
0
5
,
1
3
1
,
0
0
0

9
,
5
3
3
,
0
0
0

0
4
,
7
5
0
,
0
0
0

2
1
9
,
4
1
4
,
0
0
0

母
子

衛
生

費
2
0
4
,
6
6
5
,
5
6
9

7
6
,
7
7
5
,
9
4
2

1
2
7
,
8
8
9
,
6
2
7

1
,
1
2
5
,
0
0
0

1
3
,
6
2
3
,
4
3
1

2
4
,
9
5
8
,
8
2
4

9
,
9
4
1
,
0
7
0

0
4
,
2
9
1
,
1
6
6

合
　

　
計

4
4
8
,
9
2
8
,
0
0
0

4
7
4
1
4
0
0
0

0
△

 
8
,
6
5
8
,
0
0
0

4
8
7
,
6
8
4
,
0
0
0

4
7
9
,
3
1
1
,
2
1
5

3
9
4
,
1
2
7
,
6
4
7

8
5
,
1
8
3
,
5
6
8

0
8
,
3
7
2
,
7
8
5

児
童

福
祉

総
務

費

児
童

措
置

費
1
,
9
7
7
,
9
4
7
,
0
0
0

4
2
,
0
5
3
,
0
0
0

0
1
4
,
8
9
8
,
0
0
0

2
,
0
3
4
,
8
9
8
,
0
0
0

2
,
0
2
4
,
3
6
1
,
9
2
5

2
,
0
1
3
,
8
8
2
,
7
1
0

1
0
,
4
7
9
,
2
1
5

0
1
0
,
5
3
6
,
0
7
5

母
子

福
祉

費
1
0
5
,
4
8
2
,
0
0
0

2
4
,
8
9
0
,
0
0
0

0
0

1
3
0
,
3
7
2
,
0
0
0

1
2
3
,
8
3
1
,
8
7
4

1
2
2
,
9
5
5
,
8
7
4

8
7
6
,
0
0
0

0
6
,
5
4
0
,
1
2
6
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７
　

事
業

別
実

施
状

況
調

べ
（

一
般

会
計

）
（

１
）

社
会

福
祉

総
務

費
（

単
位

：
円

、
％

）

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
１

）
－

１
1
0
,
2
0
4
,
0
0
0

0
5
7
6
,
1
4
0

1
0
,
7
8
0
,
1
4
0

1
0
,
3
2
8
,
5
1
9

0
4
5
1
,
6
2
1

9
5
.
8

（
１

）
－

２
6
3
7
,
0
0
0

0
0

1
0
8
,
8
0
0

7
4
5
,
8
0
0

7
4
5
,
8
0
0

0
0

1
0
0
.
0

1
0
,
8
4
1
,
0
0
0

0
0

6
8
4
,
9
4
0

1
1
,
5
2
5
,
9
4
0

1
1
,
0
7
4
,
3
1
9

0
4
5
1
,
6
2
1

9
6
.
1

（
２

）
婦

人
福

祉
費

（
単

位
：

円
、

％
）

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
２

）
－

１
3
0
,
2
7
9
,
0
0
0

△
 
1
,
4
0
0
,
0
0
0

0
△

 
5
9
1
,
0
0
0

2
8
,
2
8
8
,
0
0
0

2
5
,
0
2
6
,
0
3
6

0
3
,
2
6
1
,
9
6
4

8
8
.
5

（
２

）
－

２
2
,
8
3
5
,
0
0
0

△
 
5
3
0
,
0
0
0

0
△

 
7
1
3
,
0
0
0

1
,
5
9
2
,
0
0
0

1
,
3
9
2
,
6
9
6

0
1
9
9
,
3
0
4

8
7
.
5

※
△

7
1
3
,
0
0
0
円

の
う

ち
、

1
5
,
0
0
0
円

は
（

２
）

－
３

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
所

費
へ

、
6
9
8
,
0
0
0
円

は
（

４
）

－
１

児
童

措
置

費
へ

流
用

。

　
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
被

害
者

の
保

護
及

び
売

春
を

行
う

お
そ

れ
の

あ
る

女
子

等
を

保
護

す
る

た
め

、
そ

れ
ぞ

れ
所

要
の

措
置

を
行

っ
た

。
　

（
令

和
２

年
度

相
談

対
応

件
数

：
2
,
2
0
4
件

）

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

Ｄ
Ｖ

被
害

者
等

総
合

支
援

事
業

※
△

5
9
1
,
0
0
0
円

の
う

ち
、

9
1
,
0
0
0
円

は
（

１
）

－
１

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

費
へ

、
5
0
0
,
0
0
0
円

は
（

４
）

－
１

児
童

措
置

費
へ

流
用

。

　
県

か
ら

の
委

託
に

よ
り

Ｄ
Ｖ

被
害

者
の

支
援

を
行

う
民

間
支

援
団

体
等

に
対

し
、

一
時

保
護

体
制

の
整

備
、

支
援

体
制

の
強

化
、

自
立

に
向

け
た

支
援

活
動

等
に

要
す

る
経

費
を

補
助

す
る

こ
と

に
よ

り
、

Ｄ
Ｖ

被
害

者
の

Ｄ
Ｖ

被
害

か
ら

の
脱

却
及

び
自

立
の

促
進

を
図

っ
た

。
Ｄ

Ｖ
法

等
に

よ
る

一
時

保
護

後
、

完
全

に
一

人
立

ち
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

ま
で

の
期

間
、

住
居

を
提

供
す

る
と

と
も

に
心

理
的

ケ
ア

を
行

い
、

精
神

的
被

害
の

回
復

と
生

活
再

建
を

図
っ

た
。

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

事
 
業

 
名

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

小
　

計

※
5
7
6
,
1
4
0
円

の
う

ち
、

9
1
,
0
0
0
円

は
（

２
）

－
１

Ｄ
Ｖ

被
害

者
等

総
合

支
援

事
業

か
ら

、
2
7
,
4
4
0
円

は
（

２
）

－
３

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
所

費
か

ら
、

5
6
6
,
5
0
0
円

は
（

２
）

－
４

鳥
取

県
Ｄ

Ｖ
予

防
啓

発
支

援
員

活
動

事
業

か
ら

流
用

、
1
0
8
,
8
0
0
円

は
（

１
）

－
２

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

消
化

ポ
ン

プ
ユ

ニ
ッ

ト
整

備
事

業
へ

流
用

。

　
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
の

施
設

維
持

管
理

及
び

運
営

に
要

す
る

経
費

と
し

て
執

行
し

た
。

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

費

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

消
化

ポ
ン

プ
ユ

ニ
ッ

ト
整

備
事

業

※
1
0
8
,
8
0
0
円

は
（

１
）

－
１

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

費
か

ら
流

用
。

　
県

有
施

設
中

長
期

保
全

計
画

に
基

づ
き

、
計

画
更

新
年

数
を

超
過

し
た

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

の
消

化
ポ

ン
プ

ユ
ニ

ッ
ト

の
整

備
を

行
っ

た
。

婦
人

相
談

所
費
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当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
２

）
－

３
1
2
,
9
2
7
,
0
0
0

0
0

△
 
5
,
0
5
4
,
4
4
0

7
,
8
7
2
,
5
6
0

7
,
5
7
0
,
6
1
8

0
3
0
1
,
9
4
2

9
6
.
2

（
２

）
－

４
2
,
0
0
5
,
0
0
0

0
0

△
 
5
6
6
,
5
0
0

1
,
4
3
8
,
5
0
0

9
1
0
,
5
4
4

0
5
2
7
,
9
5
6

6
3
.
3

4
8
,
0
4
6
,
0
0
0

△
 
1
,
9
3
0
,
0
0
0

0
△

 
6
,
9
2
4
,
9
4
0

3
9
,
1
9
1
,
0
6
0

3
4
,
8
9
9
,
8
9
4

0
4
,
2
9
1
,
1
6
6

8
9
.
1

（
３

）
児

童
福

祉
総

務
費

（
単

位
：

円
、

％
）

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
３

）
－

１
1
2
,
7
4
7
,
0
0
0

0
0

0
1
2
,
7
4
7
,
0
0
0

1
2
,
0
3
7
,
0
7
7

0
7
0
9
,
9
2
3

9
4
.
4

（
３

）
－

２
6
,
0
6
1
,
0
0
0

△
 
1
,
9
6
5
,
0
0
0

0
0

4
,
0
9
6
,
0
0
0

3
,
7
9
2
,
9
6
0

0
3
0
3
,
0
4
0

9
2
.
6

社
会

的
養

護
自

立
支

援
事

業
　

大
学

等
に

就
学

す
る

者
や

措
置

解
除

さ
れ

た
者

に
対

し
て

居
住

費
や

生
活

費
、

就
職

・
就

学
に

係
る

経
費

の
支

給
を

行
う

な
ど

、
個

々
の

状
況

に
応

じ
て

引
き

続
き

必
要

な
支

援
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

将
来

の
自

立
に

結
び

つ
け

た
。

里
親

養
育

包
括

支
援

事
業

　
以

下
の

事
業

を
実

施
し

た
。

　
・

里
親

養
育

包
括

支
援

事
業

　
　

　
専

門
的

か
つ

効
率

的
に

事
業

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
民

間
団

体
（

鳥
取

こ
ど

も
学

園
）

に
事

業
を

委
託

し
、

里
親

制
度

の
普

及
、

里
親

委
託

の
推

進
及

び
里

親
支

援
　

　
を

図
っ

た
。

　
・

家
庭

生
活

体
験

事
業

の
実

施
　

　
　

里
親

家
庭

に
、

施
設

入
所

中
児

童
を

週
末

等
に

委
託

し
、

家
庭

生
活

を
体

験
で

き
る

機
会

を
設

け
た

。
　

・
里

子
の

養
育

環
境

の
充

実
事

業
　

　
　

里
子

の
養

育
内

容
を

充
実

で
き

る
よ

う
、

国
の

措
置

費
対

象
外

経
費

で
あ

る
里

子
の

塾
経

費
、

高
校

受
験

料
等

を
単

県
費

に
よ

り
支

援
し

た
。

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
所

費
※

△
5
,
0
5
4
,
4
4
0
円

の
う

ち
、

2
7
,
4
4
0
円

は
（

１
）

－
１

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

費
へ

、
5
,
0
4
2
,
0
0
0
円

は
（

４
）

－
１

児
童

措
置

費
へ

流
用

、
1
5
,
0
0
0
円

は
（

２
）

－
２

婦
人

相
談

所
費

か
ら

流
用

。

　
配

偶
者

等
か

ら
の

暴
力

被
害

者
及

び
売

春
を

行
う

お
そ

れ
の

あ
る

女
子

等
を

、
そ

の
措

置
が

決
定

す
る

ま
で

一
時

保
護

を
行

い
、

指
導

援
助

を
行

っ
た

。
（

一
時

保
護

し
た

実
人

数
：

3
6
人

）

鳥
取

県
Ｄ

Ｖ
予

防
啓

発
支

援
員

活
動

事
業

※
△

5
6
6
,
5
0
0
円

は
、

（
１

）
－

１
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
管

理
運

営
費

へ
流

用
。

　
地

域
や

学
校

等
に

お
い

て
Ｄ

Ｖ
予

防
啓

発
を

行
う

Ｄ
Ｖ

予
防

啓
発

支
援

員
を

登
録

し
、

高
等

学
校

等
で

実
施

し
て

い
る

デ
ー

ト
Ｄ

Ｖ
研

修
等

に
ス

タ
ッ

フ
と

し
て

派
遣

し
た

。
ま

た
、

Ｄ
Ｖ

予
防

啓
発

支
援

員
の

技
術

向
上

の
た

め
の

フ
ォ

ロ
ー

研
修

を
実

施
し

た
。

　
不

用
額

が
生

じ
た

理
由

：
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
よ

り
、

中
止

と
な

っ
た

研
修

が
あ

っ
た

た
め

。

小
　

計

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等
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当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
３

）
－

３
3
5
,
9
7
9
,
0
0
0

0
0

△
 
7
,
0
9
8
,
0
0
0

2
8
,
8
8
1
,
0
0
0

2
8
,
2
0
9
,
2
0
0

0
6
7
1
,
8
0
0

9
7
.
7

（
３

）
－

４
5
,
0
6
1
,
0
0
0

0
0

△
 
4
9
8
,
0
0
0

4
,
5
6
3
,
0
0
0

4
,
3
7
2
,
0
0
0

0
1
9
1
,
0
0
0

9
5
.
8

（
３

）
－

５
1
4
,
8
4
5
,
0
0
0

0
0

0
1
4
,
8
4
5
,
0
0
0

1
4
,
6
4
5
,
0
0
0

0
2
0
0
,
0
0
0

9
8
.
7

（
３

）
－

６
8
4
5
,
0
0
0

0
0

△
 
7
3
6
,
8
0
0

1
0
8
,
2
0
0

1
0
3
,
4
8
9

0
4
,
7
1
1

9
5
.
6

（
３

）
－

７
8
,
0
3
1
,
0
0
0

0
0

0
8
,
0
3
1
,
0
0
0

7
,
9
9
3
,
4
8
2

0
3
7
,
5
1
8

9
9
.
5

（
３

）
－

８
1
6
,
6
9
1
,
0
0
0

0
0

1
,
1
9
2
,
0
0
0

1
7
,
8
8
3
,
0
0
0

1
6
,
3
8
5
,
1
2
2

0
1
,
4
9
7
,
8
7
8

9
1
.
6

（
３

）
－

９
5
0
,
5
4
2
,
0
0
0

△
 
1
,
7
2
9
,
0
0
0

0
0

4
8
,
8
1
3
,
0
0
0

4
8
,
8
1
3
,
0
0
0

0
0

1
0
0
.
0

主
任

児
童

委
員

費

　
主

任
児

童
委

員
の

活
動

経
費

の
支

給
の

ほ
か

、
主

任
児

童
委

員
の

資
質

向
上

を
図

る
た

め
の

研
修

を
県

民
生

委
員

協
議

会
に

委
託

し
、

活
動

の
支

援
を

行
っ

た

児
童

養
護

施
設

等
体

制
強

化
補

助
事

業
※

△
7
,
0
9
8
,
0
0
0
円

の
う

ち
、

3
0
8
,
0
0
0
円

は
（

３
）

－
1
1
児

童
養

護
施

設
等

の
環

境
改

善
事

業
へ

、
2
,
4
3
0
,
0
0
0
円

は
（

３
）

－
1
2
一

時
保

護
所

費
へ

、
4
,
3
6
0
,
0
0
0
円

は
（

４
）

－
１

児
童

措
置

費
へ

流
用

。

　
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

体
制

強
化

を
図

る
た

め
、

国
の

配
置

基
準

を
超

え
て

職
員

を
配

置
す

る
際

の
人

件
費

や
研

修
及

び
実

習
に

係
る

経
費

を
補

助
し

た
。

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

（
主

）
児

童
相

談
所

体
制

強
化

事
業

※
1
,
1
9
2
,
0
0
0
円

は
、

（
３

）
－

1
2
一

時
保

護
所

費
か

ら
流

用
。

　
事

業
の

実
施

状
況

は
、

「
主

な
事

業
に

関
す

る
調

べ
」

の
と

お
り

。

児
童

養
護

施
設

等
入

所
者

支
援

事
業

※
△

4
9
8
,
0
0
0
円

は
（

４
）

－
１

児
童

措
置

費
へ

流
用

。

　
児

童
養

護
施

設
等

に
入

所
し

て
い

る
児

童
等

の
自

立
を

支
援

す
る

た
め

、
自

動
車

運
転

免
許

の
取

得
に

必
要

な
経

費
の

補
助

を
行

い
、

就
職

す
る

際
の

選
択

肢
の

拡
大

に
つ

な
げ

た
（

計
1
4
名

の
児

童
等

が
利

用
）

。

退
所

児
童

等
ア

フ
タ

ー
ケ

ア
事

業
　

児
童

養
護

施
設

等
を

退
所

し
た

者
に

対
し

て
、

就
労

や
人

間
関

係
等

の
相

談
に

応
じ

、
必

要
な

支
援

を
行

っ
た

（
一

般
社

団
法

人
ひ

だ
ま

り
に

委
託

）
。

ま
た

、
保

証
人

支
援

事
業

に
つ

い
て

は
、

案
件

が
無

か
っ

た
た

め
実

績
は

な
か

っ
た

。

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

　
児

童
、

地
域

住
民

か
ら

の
相

談
を

受
け

、
必

要
な

支
援

を
行

う
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

費
を

補
助

し
た

。

施
設

入
所

児
童

交
流

事
業

※
△

7
3
6
,
8
0
0
円

の
う

ち
、

3
6
,
8
0
0
円

は
（

３
）

－
1
0
児

童
相

談
所

費
へ

、
7
0
0
,
0
0
0
円

は
（

４
）

－
１

児
童

措
置

費
へ

流
用

。

　
県

内
の

児
童

養
護

施
設

に
入

所
し

て
い

る
児

童
の

健
全

な
心

身
の

発
達

と
主

体
性

・
協

調
性

確
立

の
た

め
に

実
施

す
る

交
流

事
業

（
キ

ャ
ン

プ
）

に
要

す
る

経
費

の
補

助
や

、
県

内
の

入
所

児
童

の
作

品
を

展
示

す
る

「
児

童
福

祉
展

」
へ

の
補

助
を

目
的

と
し

た
事

業
だ

が
、

本
年

度
は

い
ず

れ
も

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

拡
大

の
影

響
で

中
止

と
な

っ
た

。
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当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
３

）
－

1
0

4
5
,
5
9
5
,
0
0
0

0
0

△
 
2
,
0
6
4
,
4
2
2

4
3
,
5
3
0
,
5
7
8

4
2
,
2
0
4
,
8
1
1

0
1
,
3
2
5
,
7
6
7

9
7
.
0

（
３

）
－

1
1

1
,
0
1
1
,
0
0
0

0
0

1
,
3
0
8
,
0
0
0

2
,
3
1
9
,
0
0
0

2
,
2
9
1
,
0
0
0

0
2
8
,
0
0
0

9
8
.
8

（
３

）
－

1
2

5
1
,
7
6
2
,
0
0
0

1
,
9
1
3
,
0
0
0

0
3
,
3
3
9
,
2
2
2

5
7
,
0
1
4
,
2
2
2

5
4
,
4
1
7
,
0
2
3

0
2
,
5
9
7
,
1
9
9

9
5
.
4

（
３

）
－

1
3

1
,
6
4
8
,
0
0
0

0
0

0
1
,
6
4
8
,
0
0
0

1
,
4
0
2
,
4
3
2

0
2
4
5
,
5
6
8

8
5
.
1

（
３

）
－

1
4

1
9
7
,
5
9
0
,
0
0
0

5
,
0
3
7
,
0
0
0

0
0

2
0
2
,
6
2
7
,
0
0
0

2
0
2
,
6
2
7
,
0
0
0

0
0

1
0
0
.
0

（
３

）
－

1
5

5
2
0
,
0
0
0

0
0

0
5
2
0
,
0
0
0

2
1
9
,
6
0
2

0
3
0
0
,
3
9
8

4
2
.
2

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

児
童

虐
待

防
止

対
策

関
係

事
業

　
児

童
養

護
施

設
等

で
生

活
す

る
子

ど
も

が
、

自
分

た
ち

の
意

見
や

考
え

を
自

ら
発

す
る

こ
と

の
重

要
性

や
そ

の
手

法
を

学
ぶ

た
め

に
、

自
ら

企
画

し
て

実
施

す
る

勉
強

会
等

の
活

動
に

要
す

る
経

費
を

補
助

し
た

。
ま

た
、

将
来

世
代

応
援

知
事

同
盟

の
取

組
と

し
て

児
童

虐
待

防
止

の
機

運
醸

成
の

た
め

の
「

鳥
取

県
児

童
虐

待
防

止
全

力
宣

言
企

業
」

認
定

等
を

行
っ

た
。

　
不

用
額

が
生

じ
た

理
由

：
県

内
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
を

受
け

、
子

ど
も

の
権

利
に

関
す

る
県

民
向

け
イ

ベ
ン

ト
を

中
止

し
た

た
め

。

家
庭

支
援

課
管

理
運

営
費

　
家

庭
支

援
課

の
管

理
運

営
に

要
す

る
経

費
と

し
て

執
行

し
た

。

児
童

養
護

施
設

米
子

聖
園

天
使

園
老

朽
化

改
築

補
助

事
業

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

一
時

保
護

所
費

※
3
,
3
3
9
,
2
2
2
円

の
う

ち
、

2
,
4
3
0
,
0
0
0
円

は
（

３
）

－
３

児
童

養
護

施
設

等
体

制
強

化
補

助
事

業
よ

り
、

2
,
1
0
1
,
2
2
2
円

は
（

３
）

－
1
0
児

童
相

談
所

費
よ

り
、

1
,
1
9
2
,
0
0
0

円
は

（
３

）
－

８
児

童
相

談
所

体
制

強
化

事
業

へ
流

用
。

　
緊

急
保

護
、

行
動

観
察

、
短

期
の

治
療

指
導

を
目

的
と

し
て

、
一

時
保

護
を

実
施

し
た

。
【

実
児

童
数

】
所

内
：

2
8
4
人

　
　

委
託

：
2
8
2
人

　
　

計
：

5
6
6
人

【
延

児
童

数
】

所
内

：
2
,
2
7
1
人

　
委

託
：

5
,
1
5
1
人

　
計

：
7
,
4
2
2
人

　
児

童
養

護
施

設
米

子
聖

園
天

使
園

の
老

朽
化

に
伴

う
改

築
工

事
に

要
す

る
経

費
を

補
助

し
た

。

児
童

相
談

所
費

※
△

2
,
0
6
4
,
4
2
2
円

の
う

ち
、

2
,
1
0
1
,
2
2
2
円

は
（

３
）

－
1
2
一

時
保

護
所

費
へ

流
用

、
3
6
,
8
0
0
円

は
（

３
）

－
６

施
設

入
所

児
童

交
流

事
業

か
ら

流
用

。

　
児

童
に

関
す

る
諸

般
の

問
題

に
つ

き
、

家
庭

そ
の

他
か

ら
の

相
談

に
応

じ
、

必
要

な
調

査
及

び
医

学
的

、
心

理
学

的
、

社
会

学
的

並
び

に
精

神
衛

生
上

の
判

定
を

行
い

、
関

係
機

関
と

連
携

し
、

児
童

や
保

護
者

に
必

要
な

指
導

・
措

置
を

実
施

し
た

。

児
童

養
護

施
設

等
の

環
境

改
善

事
業

※
1
,
3
0
8
,
0
0
0
円

の
う

ち
、

3
0
8
,
0
0
0
円

は
（

３
）

－
３

児
童

養
護

施
設

等
体

制
強

化
補

助
事

業
か

ら
、

1
,
0
0
0
,
0
0
0
円

は
（

４
）

児
童

措
置

費
か

ら
流

用
。

　
児

童
の

安
全

確
保

の
た

め
に

必
要

な
備

品
整

備
等

事
業

の
補

助
を

行
い

、
児

童
の

生
活

向
上

を
図

っ
た

（
里

親
計

４
者

が
利

用
）

。
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当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
３

）
－

1
6

0
4
2
,
7
5
8
,
0
0
0

0
△

 
4
,
1
0
0
,
0
0
0

3
8
,
6
5
8
,
0
0
0

3
8
,
6
3
3
,
0
0
0

0
2
5
,
0
0
0

9
9
.
9

（
３

）
－

1
7

0
1
,
4
0
0
,
0
0
0

0
0

1
,
4
0
0
,
0
0
0

1
,
1
6
5
,
0
1
7

0
2
3
4
,
9
8
3

8
3
.
2

4
4
8
,
9
2
8
,
0
0
0

4
7
,
4
1
4
,
0
0
0

0
△

 
8
,
6
5
8
,
0
0
0

4
8
7
,
6
8
4
,
0
0
0

4
7
9
,
3
1
1
,
2
1
5

0
8
,
3
7
2
,
7
8
5

9
8
.
3

（
３

）
児

童
福

祉
総

務
費

（
配

当
替

分
）

（
単

位
：

円
、

％
）

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
３

）
－

1
8

0
4
5
,
1
8
8
,
0
0
0

0
0

4
5
,
1
8
8
,
0
0
0

2
0
,
5
0
6
,
6
8
0

0
2
4
,
6
8
1
,
3
2
0

4
5
.
4

0
4
5
,
1
8
8
,
0
0
0

0
0

4
5
,
1
8
8
,
0
0
0

2
0
,
5
0
6
,
6
8
0

0
2
4
,
6
8
1
,
3
2
0

4
5

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

児
童

福
祉

施
設

等
に

お
け

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
ィ

ル
ス

感
染

症
拡

大
防

止
事

業

　
児

童
養

護
施

設
等

に
対

し
て

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

防
止

対
策

衛
生

用
品

の
購

入
に

要
す

る
経

費
の

一
部

を
助

成
し

た
。

ま
た

、
児

童
相

談
所

一
時

保
護

所
等

で
使

用
す

る
た

め
の

保
健

衛
生

用
品

を
購

入
し

た
。

　
不

用
額

が
生

じ
た

理
由

：
里

親
及

び
各

児
童

福
祉

施
設

か
ら

の
補

助
金

申
請

が
想

定
よ

り
少

な
か

っ
た

た
め

。

小
　

計

社
会

的
養

育
に

よ
る

生
活

す
る

子
ど

も
の

権
利

擁
護

支
援

事
業

　
社

会
的

養
育

に
よ

り
生

活
す

る
子

ど
も

に
権

利
を

伝
え

、
権

利
が

侵
害

さ
れ

た
際

に
そ

の
解

決
方

法
を

説
明

し
た

小
冊

子
『

子
ど

も
の

権
利

ノ
ー

ト
（

鳥
取

県
版

、
平

成
1
8
年

度
初

版
作

成
）

』
の

内
容

を
見

直
し

、
３

種
類

（
幼

児
版

、
小

学
生

版
、

中
高

生
版

）
新

た
な

権
利

ノ
ー

ト
を

作
成

し
た

。
　

作
成

し
た

権
利

ノ
ー

ト
は

、
令

和
３

年
度

に
児

童
相

談
所

を
通

じ
て

社
会

的
養

育
に

よ
る

子
ど

も
全

員
に

配
布

し
、

権
利

擁
護

面
接

等
の

機
会

を
通

じ
て

改
め

て
権

利
ノ

ー
ト

の
意

義
と

活
用

方
法

の
説

明
を

行
う

。

児
童

福
祉

施
設

等
に

お
け

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
強

化
事

業

※
△

4
,
1
0
0
,
0
0
0
円

は
（

４
）

児
童

措
置

費
へ

流
用

。

　
児

童
養

護
施

設
等

に
対

し
、

消
毒

機
器

等
の

購
入

費
用

、
個

室
化

改
修

費
、

オ
ン

ラ
イ

ン
環

境
整

備
費

、
業

務
を

継
続

的
に

実
施

し
て

い
く

た
め

に
必

要
な

経
費

（
か

か
り

増
し

経
費

等
）

を
補

助
す

る
こ

と
で

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止
及

び
対

策
を

図
っ

た
。

小
　

計

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等
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（
４

）
児

童
措

置
費

（
単

位
：

円
、

％
）

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
４

）
－

１
1
,
9
7
7
,
0
9
0
,
0
0
0

4
2
,
8
1
0
,
0
0
0

0
1
4
,
8
9
8
,
0
0
0

2
,
0
3
4
,
7
9
8
,
0
0
0

2
,
0
2
4
,
3
6
1
,
9
2
5

0
1
0
,
4
3
6
,
0
7
5

9
9
.
5

（
４

）
－

２
8
5
7
,
0
0
0

△
 
7
5
7
,
0
0
0

0
0

1
0
0
,
0
0
0

0
0

1
0
0
,
0
0
0

0
.
0

1
,
9
7
7
,
9
4
7
,
0
0
0

4
2
,
0
5
3
,
0
0
0

0
1
4
,
8
9
8
,
0
0
0

2
,
0
3
4
,
8
9
8
,
0
0
0

2
,
0
2
4
,
3
6
1
,
9
2
5

0
1
0
,
5
3
6
,
0
7
5

9
9
.
5

（
５

）
母

子
福

祉
費

（
単

位
：

円
、

％
）

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
５

）
－

１
1
4
,
4
0
1
,
0
0
0

0
0

△
 
2
,
9
0
0
,
0
0
0

1
1
,
5
0
1
,
0
0
0

8
,
4
1
9
,
7
3
7

0
3
,
0
8
1
,
2
6
3

7
3
.
2

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

（
主

）
ひ

と
り

親
家

庭
生

活
支

援
事

業
※

△
2
,
9
0
0
,
0
0
0
円

の
う

ち
、

1
,
4
4
0
,
0
0
0
円

は
（

５
）

－
３

児
童

扶
養

手
当

支
給

事
業

へ
、

1
,
4
6
0
,
0
0
0
円

は
（

６
）

－
６

ひ
と

り
親

世
帯

等
臨

時
特

別
給

付
金

給
付

事
業

へ
流

用
。

　
事

業
の

実
施

状
況

は
、

「
主

な
事

業
に

関
す

る
調

べ
」

の
と

お
り

。

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

入
所

児
童

へ
の

入
院

支
援

事
業

　
入

所
児

童
の

入
院

に
係

る
付

添
人

と
し

て
雇

用
し

た
際

に
要

す
る

経
費

を
補

助
す

る
予

定
で

あ
っ

た
が

、
実

績
は

な
か

っ
た

。
　

不
用

額
が

生
じ

た
理

由
：

実
績

が
な

か
っ

た
た

め
。

小
　

計

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

児
童

措
置

費

※
1
4
,
8
9
8
,
0
0
0
円

の
う

ち
、

4
,
3
6
0
,
0
0
0
円

は
（

３
）

－
３

児
童

養
護

施
設

等
体

制
強

化
補

助
事

業
よ

り
、

5
0
0
,
0
0
0
円

は
（

２
）

－
１

Ⅾ
Ｖ

被
害

者
等

総
合

支
援

事
業

よ
り

、
6
9
8
,
0
0
0
円

は
（

２
）

－
２

婦
人

相
談

所
費

よ
り

、
5
,
0
4
2
,
0
0
0
円

は
（

２
）

－
３

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
所

費
よ

り
、

4
9
8
,
0
0
0
円

は
（

３
）

－
４

児
童

養
護

施
設

等
入

所
者

支
援

事
業

よ
り

、
7
0
0
,
0
0
0
円

は
（

３
）

－
６

施
設

入
所

児
童

交
流

事
業

よ
り

、
4
,
1
0
0
,
0
0
0
円

は
（

３
）

－
1
6
児

童
福

祉
施

設
等

に
お

け
る

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

強
化

事
業

よ
り

、
△

1
,
0
0
0
,
0
0
0
は

（
３

）
－

1
1
児

童
養

護
施

設
等

の
環

境
改

善
事

業
へ

流
用

。

　
児

童
福

祉
法

に
基

づ
き

、
児

童
養

護
施

設
等

に
入

所
措

置
を

行
っ

た
場

合
に

要
す

る
費

用
並

び
に

市
町

村
が

入
所

措
置

を
行

っ
た

場
合

に
要

す
る

費
用

を
負

担
し

た
。

　
不

用
額

が
生

じ
た

理
由

：
流

用
時

の
想

定
よ

り
委

託
料

の
実

績
が

少
な

か
っ

た
た

め
。

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ
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当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
５

）
－

２
ひ

と
り

親
家

庭
自

1
1
,
3
6
6
,
0
0
0

0
0

△
 
2
,
3
2
5
,
0
0
0

9
,
0
4
1
,
0
0
0

6
,
9
1
9
,
6
5
0

0
2
,
1
2
1
,
3
5
0

7
6
.
5

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

※
2
,
3
2
5
,
0
0
0
円

の
う

ち
、

3
2
5
,
0
0
0
円

は
（

５
）

－
３

児
童

扶
養

手
当

支
給

事
業

へ
、

2
,
0
0
0
,
0
0
0
円

は
（

５
）

－
６

ひ
と

り
親

世
帯

等
臨

時
特

別
給

付
金

給
付

事
業

へ
流

用
。

　 　
以

下
の

事
業

を
実

施
し

た
。

　
ア

　
ひ

と
り

親
家

庭
就

業
支

援
事

業
　

　
・

就
業

支
援

事
業

…
ひ

と
り

親
家

庭
の

親
か

ら
の

就
業

等
に

関
す

る
相

談
に

対
し

、
関

係
機

関
と

連
携

し
支

援
制

度
の

紹
介

な
ど

の
相

談
対

応
を

実
施

し
た

。
　

　
・

母
子

・
父

子
自

立
支

援
員

等
研

修
事

業
…

母
子

・
父

子
自

立
支

援
員

の
資

質
向

上
の

た
め

の
研

修
会

を
実

施
し

た
。

　
　

・
就

業
支

援
講

習
会

…
パ

ソ
コ

ン
講

座
（

県
内

３
地

区
で

そ
れ

ぞ
れ

初
級

、
中

級
講

座
）

を
開

催
し

た
。

（
（

一
社

）
鳥

取
県

母
子

寡
婦

福
祉

連
合

会
へ

委
託

）
　

イ
　

母
子

父
子

自
立

支
援

員
設

置
費

　
　

　
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉

法
に

基
づ

き
、

県
の

福
祉

事
務

所
に

母
子

・
父

子
自

立
支

援
員

２
名

を
配

置
し

、
ひ

と
り

親
家

庭
等

の
相

談
に

応
じ

、
自

立
に

必
　

　
要

な
支

援
を

行
っ

た
。

　
ウ

　
ひ

と
り

親
家

庭
自

立
支

援
給

付
金

事
業

　
　

・
母

子
家

庭
の

母
及

び
父

子
家

庭
の

父
の

就
業

を
促

進
す

る
た

め
、

養
成

機
関

等
に

お
い

て
修

業
す

る
際

に
給

付
金

を
支

給
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

本
年

度
は

予
定

し
　

　
　

て
い

た
者

の
う

ち
１

名
が

養
成

機
関

の
入

学
試

験
に

合
格

し
な

か
っ

た
た

め
、

給
付

が
少

な
く

な
っ

た
。

ま
た

、
継

続
支

援
給

付
金

予
定

で
あ

っ
た

２
名

分
に

つ
い

　
　

　
て

も
実

施
さ

れ
な

か
っ

た
。

　
　

・
制

度
の

利
用

啓
発

、
自

立
支

援
員

の
指

導
の

た
め

の
研

修
を

行
っ

た
。

　
　

　
対

象
者

：
福

祉
事

務
所

未
設

置
町

村
在

住
者

（
下

記
（

１
）

～
（

３
）

の
事

業
）

、
（

市
及

び
福

祉
事

務
所

設
置

町
村

在
住

者
は

、
各

市
町

村
が

事
業

実
施

）
エ

　
高

等
職

業
訓

練
促

進
資

金
貸

付
事

業
　

　
　

「
高

等
職

業
訓

練
促

進
給

付
金

」
を

受
給

す
る

母
子

家
庭

の
母

及
び

父
子

家
庭

の
父

に
対

し
、

入
学

準
備

金
及

び
就

職
準

備
金

を
貸

付
け

る
事

業
を

実
施

す
る

鳥
取

　
　

県
社

会
福

祉
協

議
会

へ
事

業
費

等
の

補
助

を
行

っ
た

。
　

　
【

貸
付

概
要

】
入

学
準

備
金

：
上

限
5
0
万

円
、

就
職

準
備

金
：

上
限

2
0
万

円
　

　
　

※
貸

付
を

受
け

た
者

が
、

養
成

機
関

修
了

後
１

年
以

内
に

資
格

を
活

か
し

て
就

職
し

、
そ

の
後

５
年

間
継

続
し

て
就

業
し

た
場

合
は

、
貸

付
金

の
返

還
債

務
が

免
除

　
　

　
　

さ
れ

る
。

　
　

【
本

年
度

貸
付

実
績

】
貸

付
人

数
：

７
人

、
貸

付
額

：
1
,
2
9
2
,
6
9
7
円

　
不

用
額

が
生

じ
た

理
由

：
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
ィ

ル
ス

の
影

響
に

よ
り

、
交

流
会

等
が

縮
小

・
中

止
さ

れ
た

た
め

。
ま

た
、

貸
付

に
お

い
て

は
当

初
見

込
み

よ
り

実
績

が
少

な
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か
っ

た
た

め
。

- 17 -



当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
５

）
－

３
7
5
,
7
4
5
,
0
0
0

0
0

1
,
6
4
0
,
0
0
0

7
7
,
3
8
5
,
0
0
0

7
7
,
1
8
8
,
3
1
0

0
1
9
6
,
6
9
0

9
9
.
7

（
５

）
－

４
2
,
5
1
4
,
0
0
0

0
0

0
2
,
5
1
4
,
0
0
0

2
,
4
9
9
,
0
0
0

0
1
5
,
0
0
0

9
9
.
4

（
５

）
－

５
1
,
4
5
6
,
0
0
0

0
0

△
 
1
9
5
,
0
0
0

1
,
2
6
1
,
0
0
0

2
3
5
,
1
7
7

0
1
,
0
2
5
,
8
2
3

1
8
.
7

（
５

）
－

６
0

2
0
,
8
9
0
,
0
0
0

0
3
,
7
8
0
,
0
0
0

2
4
,
6
7
0
,
0
0
0

2
4
,
5
7
0
,
0
0
0

0
1
0
0
,
0
0
0

9
9
.
6

（
５

）
－

７
0

4
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

4
,
0
0
0
,
0
0
0

4
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

1
0
0
.
0

1
0
5
,
4
8
2
,
0
0
0

2
4
,
8
9
0
,
0
0
0

0
0

1
3
0
,
3
7
2
,
0
0
0

1
2
3
,
8
3
1
,
8
7
4

0
6
,
5
4
0
,
1
2
6

9
5
.
0

県
支

給
分

7
6
,
5
9
5
,
4
1
0
円

国
庫

（
１

／
３

）
　

　
2
5
,
5
3
1
,
8
0
3
円

県
費

（
２

／
３

）
　

　
5
1
,
0
6
3
,
6
0
7
円

児
童

扶
養

手
当

支
給

事
業

※
1
,
6
4
0
,
0
0
0
円

は
、

（
５

）
－

６
ひ

と
り

親
世

帯
等

臨
時

特
別

給
付

金
給

付
事

業
へ

流
用

。

　
父

母
の

離
婚

等
に

よ
り

父
親

又
は

母
親

と
生

計
を

同
じ

く
し

て
い

な
い

児
童

が
育

成
さ

れ
る

家
庭

（
ひ

と
り

親
家

庭
等

）
に

対
し

手
当

を
支

給
す

る
こ

と
に

よ
り

、
 
生

活
の

安
定

と
児

童
の

福
祉

の
増

進
を

図
っ

た
。

　
・

年
度

末
受

給
者

数
：

　
3
，

3
3
7
人

（
鳥

取
県

全
体

（
鳥

取
市

を
除

く
）

）
　

・
令

和
２

年
度

手
当

支
払

総
額

（
国

支
給

額
と

県
支

給
額

の
合

計
）

　
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉

法
に

基
づ

き
、

母
子

・
父

子
・

寡
婦

に
資

金
の

貸
付

・
償

還
を

行
う

た
め

の
事

務
費

を
、

特
別

会
計

に
繰

出
し

た
。

ひ
と

り
親

家
庭

子
ど

も
養

育
支

援
事

業
※

△
1
9
5
,
0
0
0
円

は
（

５
）

－
６

ひ
と

り
親

世
帯

等
臨

時
特

別
給

付
金

給
付

事
業

へ
流

用
。

　
養

育
費

等
の

弁
護

士
電

話
相

談
（

養
育

費
1
1
0
番

）
、

ひ
と

り
親

家
庭

等
に

対
す

る
家

計
管

理
等

に
対

す
る

講
習

会
及

び
相

談
会

を
実

施
し

た
。

　
・

電
話

相
談

件
数

：
1
5
件

　
・

講
習

会
：

東
部

…
中

止
、

中
部

…
令

和
２

年
1
2
月

1
3
日

（
日

）
、

西
部

…
令

和
２

年
1
1
月

2
2
日

（
日

）
　

不
用

額
が

生
じ

た
理

由
：

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

感
染

症
の

影
響

に
よ

り
、

中
止

と
な

っ
た

講
習

会
、

相
談

会
も

あ
っ

た
た

め
。

鳥
取

県
ひ

と
り

親
家

庭
等

高
等

教
育

進
学

支
援

基
金

助
成

金
事

業

　
ひ

と
り

親
家

庭
の

子
ど

も
が

大
学

等
に

進
学

す
る

た
め

に
支

援
が

必
要

な
方

を
対

象
に

進
学

支
援

金
と

し
て

１
人

あ
た

り
1
0
万

円
を

給
付

す
る

た
め

の
補

助
事

業
を

実
施

し
た

。

小
　

計

ひ
と

り
親

世
帯

等
臨

時
特

別
給

付
金

給
付

事
業

※
3
,
7
8
0
,
0
0
0
円

の
う

ち
、

1
,
4
6
0
,
0
0
0
円

は
（

５
）

－
１

ひ
と

り
親

家
庭

生
活

支
援

事
業

か
ら

、
2
,
0
0
0
,
0
0
0
円

は
（

５
）

－
２

ひ
と

り
親

家
庭

自
立

支
援

事
業

か
ら

、
1
2
5
,
0
0
0
円

は
（

５
）

－
３

児
童

扶
養

手
当

支
給

事
業

か
ら

、
1
9
5
,
0
0
0
円

は
（

５
）

－
５

ひ
と

り
親

家
庭

子
ど

も
養

育
支

援
事

業
か

ら
流

用
。

　
低

所
得

の
ひ

と
り

親
家

庭
に

対
し

、
給

付
金

（
第

１
子

5
0
,
0
0
0
円

、
第

２
子

以
降

１
名

に
つ

き
3
0
,
0
0
0
円

）
を

２
回

支
給

し
た

。
　

ま
た

、
児

童
扶

養
手

当
受

給
者

及
び

公
的

年
金

給
付

等
受

給
者

の
う

ち
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
を

受
け

て
家

計
が

急
変

し
、

収
入

が
大

き
く

減
少

し
て

い
る

と
の

申
出

が
あ

っ
た

者
に

対
し

て
5
0
,
0
0
0
円

を
支

給
し

た
（

延
べ

支
給

者
数

：
3
6
5
世

帯
（

5
7
3
名

）
）

。

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

事
業

特
別

会
計

繰
出

金
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（
６

）
児

童
福

祉
施

設
費

（
単

位
：

円
、

％
）

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
６

）
－

１
3
2
,
3
3
9
,
0
0
0

△
 
7
8
1
,
0
0
0

0
0

3
1
,
5
5
8
,
0
0
0

3
0
,
0
9
8
,
3
3
1

0
1
,
4
5
9
,
6
6
9

9
5
.
4

3
2
,
3
3
9
,
0
0
0

△
 
7
8
1
,
0
0
0

0
0

3
1
,
5
5
8
,
0
0
0

3
0
,
0
9
8
,
3
3
1

0
1
,
4
5
9
,
6
6
9

9
5
.
4

（
７

）
母

子
衛

生
費

（
単

位
：

円
、

％
）

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
７

）
－

１
1
5
8
,
3
0
1
,
0
0
0

6
,
9
9
1
,
0
0
0

0
7
,
8
2
4
,
0
0
0

1
7
3
,
1
1
6
,
0
0
0

1
6
5
,
7
4
9
,
6
0
4

0
7
,
3
6
6
,
3
9
6

9
5
.
7

（
７

）
－

２
1
0
,
5
6
0
,
0
0
0

0
0

△
 
3
7
8
,
2
9
8

1
0
,
1
8
1
,
7
0
2

8
,
7
7
1
,
4
8
9

0
1
,
4
1
0
,
2
1
3

8
6
.
1

（
７

）
－

３
9
2
7
,
0
0
0

0
0

0
9
2
7
,
0
0
0

5
7
8
,
1
7
4

0
3
4
8
,
8
2
6

6
2
.
4

願
い

に
寄

り
添

う
妊

娠
・

出
産

応
援

事
業

※
7
,
8
2
4
,
0
0
0
円

の
う

ち
、

3
7
4
,
0
0
0
円

は
（

７
）

－
２

健
や

か
な

妊
娠

・
出

産
の

た
め

の
応

援
事

業
か

ら
、

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

は
（

７
）

－
４

乳
児

医
療

等
支

援
事

業
か

ら
、

1
,
2
0
0
,
0
0
0
は

（
７

）
－

５
産

後
マ

マ
と

赤
ち

ゃ
ん

す
く

す
く

応
援

事
業

か
ら

、
4
,
7
5
0
,
0
0
0
円

は
（

８
）

－
１

小
児

慢
性

特
定

疾
患

対
策

事
業

か
ら

流
用

。

　
事

業
の

実
施

状
況

は
、

「
主

な
事

業
に

関
す

る
調

べ
」

の
と

お
り

。

健
や

か
な

妊
娠

・
出

産
の

た
め

の
応

援
事

業
※

△
3
7
8
,
2
9
8
円

の
う

ち
、

3
7
4
,
0
0
0
円

は
（

７
）

－
１

願
い

に
寄

り
添

う
妊

娠
・

出
産

応
援

事
業

へ
、

4
,
2
9
8
円

は
（

７
）

－
４

乳
児

医
療

費
等

支
援

事
業

へ
流

用
。

　
以

下
の

事
業

を
実

施
し

た
。

　
ア

　
啓

発
事

業
の

実
施

　
　

　
思

春
期

ピ
ア

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

の
養

成
研

修
及

び
思

春
期

ピ
ア

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
・

ピ
ア

エ
デ

ュ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
活

動
に

つ
い

て
の

支
援

を
行

っ
た

。
　

　
　

妊
娠

、
出

産
に

関
す

る
正

し
い

知
識

を
学

び
、

自
分

自
身

の
ラ

イ
フ

プ
ラ

ン
を

考
え

る
機

会
を

持
つ

こ
と

で
、

将
来

の
結

婚
、

出
産

、
子

育
て

に
希

望
を

持
つ

こ
と

　
　

が
で

き
る

よ
う

、
ま

た
積

極
的

な
健

康
づ

く
り

に
取

組
め

る
よ

う
な

出
前

教
室

を
行

っ
た

。
（

描
こ

う
！

ラ
イ

フ
プ

ラ
ン

出
前

講
座

事
業

）
 
　

　
・

未
来

の
パ

パ
マ

マ
育

み
出

前
教

室
：

中
・

高
校

対
象

　
 
実

施
講

座
数

7
0
講

座
（

参
加

人
数

：
4
1
1
9
名

）
 
　

　
・

今
か

ら
始

め
る

！
い

つ
か

は
パ

パ
マ

マ
出

前
教

室
：

妊
娠

、
出

産
を

控
え

た
若

い
世

代
を

対
象

　
実

施
講

座
数

2
2
講

座
（

参
加

人
数

：
8
4
1
名

）
　

イ
　

相
談

事
業

の
実

施
　

　
　

妊
娠

期
か

ら
の

悩
み

や
不

安
を

抱
え

る
母

親
や

思
春

期
の

若
者

が
抱

え
る

心
身

の
悩

み
に

対
す

る
相

談
窓

口
を

鳥
取

県
助

産
師

会
に

委
託

し
相

談
に

対
応

し
た

。
ま

　
　

た
、

予
期

し
な

い
妊

娠
に

対
す

る
相

談
窓

口
を

民
間

事
業

者
に

委
託

し
、

相
談

に
対

応
し

た
。

母
子

保
健

指
導

振
興

費
　

母
子

の
健

康
の

保
持

増
進

と
格

差
の

な
い

母
子

保
健

事
業

の
展

開
の

た
め

の
検

討
・

協
議

を
実

施
し

た
。

　
不

用
額

が
生

じ
た

理
由

：
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
影

響
に

伴
い

、
研

修
会

等
を

中
止

し
た

た
め

。

小
　

計

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

喜
多

原
学

園
管

理
運

営
費

　
喜

多
原

学
園

の
施

設
維

持
管

理
及

び
運

営
に

要
す

る
経

費
と

し
て

執
行

し
た

。

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ
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当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
７

）
－

４
2
2
,
3
4
3
,
0
0
0

5
,
2
1
7
,
0
0
0

0
△

 
1
,
4
9
5
,
7
0
2

2
6
,
0
6
4
,
2
9
8

2
1
,
9
7
8
,
6
5
6

0
4
,
0
8
5
,
6
4
2

8
4
.
3

（
７

）
－

５
1
3
,
0
0
0
,
0
0
0

△
 
3
,
8
0
0
,
0
0
0

0
△

 
1
,
2
0
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0
,
0
0
0

7
,
5
8
7
,
6
4
6

0
4
1
2
,
3
5
4

9
4
.
8

（
７

）
－

６
0

1
,
1
2
5
,
0
0
0

0
0

1
,
1
2
5
,
0
0
0

0
1
,
1
2
5
,
0
0
0

0
0
.
0

2
0
5
,
1
3
1
,
0
0
0

9
,
5
3
3
,
0
0
0

0
4
,
7
5
0
,
0
0
0

2
1
9
,
4
1
4
,
0
0
0

2
0
4
,
6
6
5
,
5
6
9

1
,
1
2
5
,
0
0
0

1
3
,
6
2
3
,
4
3
1

9
3
.
3

（
８

）
難

病
対

策
費

（
単

位
：

円
、

％
）

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
８

）
－

１
9
4
,
7
4
1
,
0
0
0

0
0

△
 
4
,
7
5
0
,
0
0
0

8
9
,
9
9
1
,
0
0
0

8
9
,
7
1
4
,
3
4
1

0
2
7
6
,
6
5
9

9
9
.
7

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

小
児

慢
性

特
定

疾
病

対
策

事
業

※
△

4
,
7
5
0
,
0
0
0
円

は
、

（
７

）
－

１
願

い
に

寄
り

添
う

妊
娠

・
出

産
応

援
事

業
へ

流
用

。

　
小

児
慢

性
特

定
疾

病
に

つ
い

て
、

医
療

費
の

自
己

負
担

分
を

公
費

負
担

し
た

。

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

乳
児

医
療

費
等

支
援

事
業

※
△

1
,
4
9
5
,
7
0
2
円

の
う

ち
、

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

は
（

７
）

－
１

願
い

に
寄

り
添

う
妊

娠
・

出
産

応
援

事
業

へ
、

4
,
2
9
8
円

は
（

７
）

－
２

健
や

か
な

妊
娠

・
出

産
の

た
め

の
応

援
事

業
か

ら
流

用
。

　
先

天
性

代
謝

異
常

の
早

期
発

見
の

た
め

、
(
財

）
岡

山
県

健
康

づ
く

り
財

団
に

委
託

し
て

、
新

生
児

の
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

検
査

を
実

施
し

た
（

実
施

件
数

4
,
7
1
8
件

）
。

ま
た

、
市

町
村

が
実

施
す

る
未

熟
児

養
育

事
業

に
係

る
経

費
の

一
部

を
負

担
し

た
。

産
後

マ
マ

と
赤

ち
ゃ

ん
す

く
す

く
応

援
事

業
※

△
1
,
2
0
0
,
0
0
0
円

は
（

７
）

－
１

願
い

に
寄

り
添

う
妊

娠
・

出
産

応
援

事
業

へ
流

用
。

　
産

後
ケ

ア
利

用
料

を
無

償
化

す
る

市
町

村
に

対
し

て
助

成
す

る
と

と
も

に
、

産
後

ケ
ア

（
宿

泊
型

）
を

行
う

助
産

所
を

増
や

す
た

め
、

改
修

等
に

係
る

経
費

を
助

成
し

た
。

小
　

計

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
感

染
し

た
妊

産
婦

へ
の

寄
り

添
い

支
援

事
業

　
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
感

染
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

さ
れ

、
陰

性
と

な
っ

た
後

も
自

身
及

び
胎

児
・

新
生

児
の

健
康

等
に

対
し

て
不

安
を

抱
え

る
妊

産
婦

に
対

し
て

、
助

産
師

等
が

訪
問

な
ど

に
よ

る
寄

り
添

っ
た

支
援

を
行

う
。

　
国

の
令

和
２

年
度

第
三

次
補

正
予

算
（

1
5
か

月
予

算
）

を
活

用
し

た
も

の
で

、
年

度
内

に
は

実
施

で
き

な
か

っ
た

た
め

、
令

和
３

年
度

に
全

額
繰

り
越

す
。

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等
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当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

（
８

）
－

２
3
,
6
3
4
,
0
0
0

△
 
2
,
5
4
8
,
0
0
0

0
0

1
,
0
8
6
,
0
0
0

0
0

1
,
0
8
6
,
0
0
0

0
.
0

9
8
,
3
7
5
,
0
0
0

△
 
2
,
5
4
8
,
0
0
0

0
△

 
4
,
7
5
0
,
0
0
0

9
1
,
0
7
7
,
0
0
0

8
9
,
7
1
4
,
3
4
1

0
1
,
3
6
2
,
6
5
9

9
8
.
5

2
,
9
2
7
,
0
8
9
,
0
0
0

1
1
8
,
6
3
1
,
0
0
0

0
0

3
,
0
4
5
,
7
2
0
,
0
0
0

2
,
9
9
7
,
9
5
7
,
4
6
8

1
,
1
2
5
,
0
0
0

4
6
,
6
3
7
,
5
3
2

9
8
.
4

（
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
事

業
特

別
会

計
）

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ

3
4
,
1
9
5
,
0
0
0

0
0

0
3
4
,
1
9
5
,
0
0
0

2
2
,
1
4
1
,
6
6
1

0
1
2
,
0
5
3
,
3
3
9

6
4
.
8

3
4
,
1
9
5
,
0
0
0

0
0

0
3
4
,
1
9
5
,
0
0
0

2
2
,
1
4
1
,
6
6
1

0
1
2
,
0
5
3
,
3
3
9

6
4
.
8

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

事
業

　
ひ

と
り

親
家

庭
の

経
済

的
自

立
の

助
成

と
生

活
意

欲
の

助
長

を
図

る
と

と
も

に
、

扶
養

し
て

い
る

児
童

の
福

祉
を

増
進

す
る

た
め

に
貸

し
付

け
る

も
の

で
、

貸
付

申
請

者
の

実
地

調
査

、
貸

付
前

後
の

指
導

及
び

償
還

督
促

等
を

行
っ

た
。

　
本

年
度

の
貸

付
状

況
（

母
子

福
祉

資
金

）
　

・
新

規
貸

付
：

2
0
件

、
9
,
0
5
1
,
5
6
0
円

　
・

継
続

貸
付

：
1
4
件

、
1
0
,
5
4
4
,
2
0
8
円

（
特

別
会

計
）

合
　

計

（
一

般
会

計
）

合
　

計

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等

小
　

計

小
児

慢
性

特
定

疾
病

児
童

等
自

立
支

援
事

業
　

相
談

支
援

業
務

を
実

施
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

影
響

に
伴

い
、

研
修

会
や

交
流

会
等

を
中

止
し

た
。

　
不

用
額

が
生

じ
た

理
由

：
本

年
度

は
事

業
実

績
は

な
か

っ
た

た
め

。

事
 
業

 
名

予
　

　
算

　
　

現
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

翌
年

度
繰

越
額

Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

執
行

率 B
/
A

事
業

計
画

と
実

績
･
成

果
､

不
用

額
の

理
由

等
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母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

事
業

特
別

会
計

（
歳

入
）

（
単

位
：

円
）

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

事
業

特
別

会
計

（
歳

出
）

（
単

位
：

円
）

不
納

欠
損

額

Ｃ

収
入

未
済

額

Ａ
-
Ｂ

-
Ｃ

備
考

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
越

財
源

充
当

額
計

区 分
科

　
　

目

予
　

　
　

　
算

　
　

　
　

現
　

　
　

　
額

調
　

定
　

額

Ａ

収
入

済
額

Ｂ

2
,
5
1
4
,
0
0
0

0
0

2
,
5
1
4
,
0
0
0

2
,
4
9
9
,
0
0
0

2
,
4
9
9
,
0
0
0

0
0

県
預

金
利

子

一
般

会
計

か
ら

繰
入

1
2
,
0
0
0

0
0

1
2
,
0
0
0

7
3
5

7
3
5

0
0

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
元

利
収

入

1
,
0
0
8
,
7
2
2

3
1
,
6
4
3
,
0
0
0

0
0

3
1
,
6
4
3
,
0
0
0

6
4
,
2
0
9
,
9
5
6

4
3
,
5
1
6
,
8
1
2

0
2
0
,
6
9
3
,
1
4
4

2
6
,
0
0
0

0
0

2
6
,
0
0
0

1
,
0
6
6
,
1
6
2

5
7
,
4
4
0

繰
越

金
0

0
0

0
3
0
,
9
3
0
,
5
1
4

3
0
,
9
3
0
,
5
1
4

0
0

0

3
4
,
1
9
5
,
0
0
0

9
8
,
7
0
6
,
3
6
7

7
7
,
0
0
4
,
5
0
1

0
2
1
,
7
0
1
,
8
6
6

合
　

　
計

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
れ

理
由

貸
付

金
の

貸
付

事
務

及
び

償
還

金
収

納
事

務
を

行
う

の
に

必
要

な
経

費
に

充
て

る
た

め
。

区 分
科

　
　

目

予
　

　
　

　
算

　
　

　
　

現
　

　
　

　
額

支
出

済
額

（
決

算
額

）
Ｂ

支
出

済
額

の
内

訳
翌

年
度

繰
越

額
Ｃ

差
引

残
額

（
不

用
額

）
Ａ

-
Ｂ

-
Ｃ

備
考

歳 入

雑
入

出
納

機
関

当
初

予
算

額
補

正
予

算
額

継
続

費
及

び
繰

越
事

業
費

繰
　

越
　

額

予
 
備

 
費

支
出

及
び

流
用

増
減

計 Ａ
本

　
庁

3
4
,
1
9
5
,
0
0
0

0
0

歳 出

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

事
業

費
4
,
8
1
4
,
0
3
8

1
7
,
3
2
7
,
6
2
3

0
1
2
,
0
5
3
,
3
3
9

3
4
,
1
9
5
,
0
0
0

0
0

0
3
4
,
1
9
5
,
0
0
0

2
2
,
1
4
1
,
6
6
1

合
　

　
計

3
4
,
1
9
5
,
0
0
0

0
0

0
3
4
,
1
9
5
,
0
0
0

2
2
,
1
4
1
,
6
6
1

4
,
8
1
4
,
0
3
8

1
7
,
3
2
7
,
6
2
3

0
1
2
,
0
5
3
,
3
3
9

- 22 -



８
　

予
備

費
の

充
用

調
べ

該
当

な
し

９
　

繰
越

関
係

調
べ

（
１

）
継

続
費

逓
次

繰
越

調
べ

　
該

当
な

し

（
２

）
繰

越
明

許
費

調
べ

（
単

位
：

円
）

国
庫

支
出

金
そ

の
他

国
庫

支
出

金
そ

の
他

母
子

衛
生

費

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
感

染
し

た
妊

産
婦

へ
の

寄
り

添
い

支
援

事
業

費

1
,
1
2
5
,
0
0
0

1
,
1
2
5
,
0
0
0

0
0

5
6
2
,
0
0
0

0
5
6
3
,
0
0
0

1
,
1
2
5
,
0
0
0

1
,
1
2
5
,
0
0
0

0
0

5
6
2
,
0
0
0

0
5
6
3
,
0
0
0

（
３

）
事

故
繰

越
調

べ
　

該
当

な
し

１
０

　
収

入
証

紙
取

扱
調

べ

　
　

有
　

・
　

無

１
１

　
現

金
の

取
扱

状
況

（
１

）
現

金
取

扱
状

況
（

一
般

会
計

）
（

令
和

３
年

３
月

３
１

日
現

在
）

件
数

(
件

)
1
2

1
2

（
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
事

業
特

別
会

計
）

（
令

和
３

年
３

月
３

１
日

現
在

）

（
２

）
つ

り
銭

の
状

況
　

該
当

な
し

国
の

令
和

２
年

度
第

三
次

補
正

予
算

を
活

用
し

、
令

和
３

年
度

事
業

を
実

施
す

る
も

の
で

あ
り

、
令

和
２

年
度

内
の

事
業

完
了

は
困

難
で

あ
る

た
め

。

繰
越

理
由

事
 
業

 
名

合
　

　
　

　
計

科
目

金
　

　
額

翌
年

度
繰

越
額

左
　

　
の

　
　

財
　

　
源

　
　

内
　

　
訳

既
収

入
特

定
財

源
未

収
入

特
定

財
源

一
般

財
源

収
入

済
額

（
円

） 1
2
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

収
入

科
目

（
節

）
雑

入
合

　
　

計

合
　

　
計

1
,
0
5
5
,
9
9
9

収
入

済
額

（
円

）

　
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

元
利

収
入

0

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
元

利
収

入
収

入
科

目
（

節
）

　
父

子
福

祉
資

金
貸

付
金

元
利

収
入

0

1
,
0
5
5
,
9
9
9

　
母

子
福

祉
資

金
貸

付
金

元
利

収
入

1
,
0
5
5
,
9
9
9

備
考

児
童

扶
養

手
当

返
納

金

0

6
2

備
考

母
子

福
祉

資
金

貸
付

償
還

金
（

元
利

）

父
子

福
祉

資
金

貸
付

償
還

金
（

元
利

）
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
償

還
金

（
元

利
）

件
数

（
件

）
6
2

6
2 0
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１
２

　
財

産
に

関
す

る
調

べ
 

（
１

）
公

有
財

産
ア

　
土

　
地

（
令

和
３

年
３

月
３

１
日

現
在

）

面
積

価
額

面
積

価
額

面
積

価
額

（
㎡

）
（

円
）

（
㎡

）
（

円
）

（
㎡

）
（

円
）

増
加

－
－

－
－

－
減

少
－

－
－

－
－

増
加

－
－

－
－

－
減

少
－

－
－

－
－

増
加

－
－

－
－

－
減

少
－

－
－

－
－

増
加

－
－

－
－

－
減

少
－

－
－

－
－

5
6
,
7
7
4
.
3
3

－
5
6
,
7
7
4
.
3
3

－

イ
　

建
　

物
（

令
和

３
年

３
月

３
１

日
現

在
）

面
積

価
額

面
積

価
額

面
積

価
額

（
㎡

）
（

円
）

（
㎡

）
（

円
）

（
㎡

）
（

円
）

増
加

－
－

－
－

－
減

少
－

－
－

－
－

増
加

－
－

－
－

－
減

少
－

－
－

－
－

増
加

－
－

－
－

－
減

少
－

－
－

－
－

増
加

－
－

－
－

－
減

少
－

－
－

－
－

6
,
7
7
2
.
1
2

－
6
,
7
7
2
.
1
2

－

ウ
　

山
　

林
　

該
当

な
し

エ
　

不
動

産
売

却
等

　
該

当
な

し

オ
　

財
産

の
交

換
　

該
当

な
し

カ
　

動
　

産
（

船
舶

、
浮

標
、

浮
桟

橋
、

浮
ド

ッ
ク

、
航

空
機

）
　

該
当

な
し

備
 
考

合
　

計

鳥
取

市
江

津
3
1
8
-
１

6
,
8
5
1
.
6
6

6
,
8
5
1
.
6
6

不
明

行
政

財
産

喜
多

原
学

園
米

子
市

泉
7
0
6

4
6
,
7
5
9
.
3
7

不
明

4
6
,
7
5
9
.
3
7

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

本
　

年
　

度
　

末

合
　

計

本
　

年
　

度
　

異
　

動
　

状
　

況
増

減
別

異
動

日
増

減
理

由
登

　
記

年
月

日

行
政

・
普

通
財

産
の

区
　

　
分

機
関

名
又

は
施

設
名

等
所

在
地

前
　

年
　

度
　

末
本

　
年

　
度

　
異

　
動

　
状

　
況

増
減

別
異

動
日

増
減

理
由

登
　

記
年

月
日

本
　

年
　

度
　

末
備

 
考

不
明

地
方

機
関

報
告

不
明

地
方

機
関

報
告

不
明

地
方

機
関

報
告

不
明

地
方

機
関

報
告

前
　

年
　

度
　

末

3
,
6
1
9
.
2
8

不
明

米
子

児
童

相
談

所
米

子
市

博
労

町
４

丁
目

5
0

7
9
3
.
1
0

不
明

行
政

財
産

喜
多

原
学

園
米

子
市

泉
7
0
6

行
政

・
普

通
財

産
の

区
　

　
分

機
関

名
又

は
施

設
名

等
所

在
地

倉
吉

児
童

相
談

所
倉

吉
市

宮
川

町
２

丁
目

3
6

8
3
2
.
7
6

不
明

8
3
2
.
7
6

米
子

児
童

相
談

所
不

明
米

子
市

博
労

町
４

丁
目

5
0

2
,
3
3
0
.
5
4

2
,
3
3
0
.
5
4

3
,
6
1
9
.
2
8

不
明

地
方

機
関

報
告

倉
吉

児
童

相
談

所
倉

吉
市

宮
川

町
２

丁
目

3
6

6
9
8
.
7
8

不
明

6
9
8
.
7
8

不
明

地
方

機
関

報
告

7
9
3
.
1
0

不
明

地
方

機
関

報
告

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

鳥
取

市
江

津
3
1
8
-
１

1
,
6
6
0
.
9
6

不
明

1
,
6
6
0
.
9
6

不
明

地
方

機
関

報
告
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キ
　

物
　

権
　

該
当

な
し

ク
　

無
体

財
産

権
（

特
許

権
、

著
作

権
、

商
標

権
、

実
用

新
案

権
等

）
　

該
当

な
し

ケ
　

有
価

証
券

　
該

当
な

し

コ
　

出
資

に
よ

る
権

利
　

該
当

な
し

（
２

）
金

券
類

の
保

有
状

況
ア

　
金

券
の

保
有

状
況

有
　

・
　

無

イ
　

タ
ク

シ
ー

チ
ケ

ッ
ト

の
保

有
状

況
（

令
和

３
年

３
月

３
１

日
現

在
）

※
使

用
枚

数
に

は
書

き
損

じ
１

枚
、

記
入

後
未

使
用

１
枚

を
含

む
。

（
３

）
基

　
金

　
該

当
な

し

（
４

）
債

　
権

（
一

般
会

計
）

（
令

和
３

年
３

月
３

１
日

現
在

）

件
数

件
数

件
数

件
数

1
0

1
1

1
0

1
0

1
0

1
1

1
0

1
1

1
1

0
1

5
1

4
4

前
年

度
末

未
使

用
枚

数
本

　
　

年
　

　
度

　
　

中
本

年
度

末
未

使
用

枚
数

購
　

入
　

枚
　

数
使

用
枚

数
及

び
金

額
4
7
枚

0
枚

1
2
枚

3
5
枚

備
　

考
増

減
金

　
額

金
　

額
金

　
額

金
　

額

1
0
,
6
8
0
円

債
権

の
名

称
前

年
度

末
本

　
年

　
度

　
中

本
年

度
末

行
政

財
産

使
用

料
円

円
円

円

　
喜

多
原

学
園

電
柱

9
,
0
0
0

0
9
,
0
0
0

0
喜

多
原

学
園

　
喜

多
原

学
園

電
柱

4
,
5
0
0

0
1
,
5
0
0

3
,
0
0
0

喜
多

原
学

園

　
喜

多
原

学
園

電
柱

6
,
0
0
0

0
1
,
5
0
0

4
,
5
0
0

喜
多

原
学

園
　

喜
多

原
学

園
電

柱
6
,
0
0
0

0
1
,
5
0
0

4
,
5
0
0

喜
多

原
学

園

合
　

　
計

2
5
,
5
0
0

1
0
8
,
0
0
0

1
3
,
5
0
0

1
2
0
,
0
0
0

　
喜

多
原

学
園

電
柱

0
1
0
8
,
0
0
0

0
1
0
8
,
0
0
0

喜
多

原
学

園
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（
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
事

業
特

別
会

計
）

（
令

和
３

年
３

月
３

１
日

現
在

）

件
数

件
数

件
数

件
数

5
4
0

2
0

6
4

4
9
6

8
5

4
1
1

7
8

1
6
3

5
1
4

1
5
4

2
9
2

1
1

3
9

2
6
4

1
9

1
1

1
9

2
0

0
2

1
0

0
1

9
7

1
0

8
1
1

0
0

1
1

5
0

0
5

3
0

0
3

3
0

0
3

2
0

0
1
0

1
0

5
9
0

2
1

7
5

5
3
6

１
３

　
財

産
の

貸
付

け
及

び
使

用
許

可
調

べ
該

当
な

し

１
４

　
借

受
不

動
産

明
細

調
べ

該
当

な
し

１
５

　
職

員
駐

車
場

の
管

理
状

況
調

べ
該

当
な

し

１
６

　
寄

附
物

件
の

受
納

状
況

調
べ

該
当

な
し

１
７

　
備

品
の

処
分

状
況

調
べ

該
当

な
し

１
８

　
現

金
、

有
価

証
券

、
物

品
の

亡
失

、
損

傷
調

べ
（

１
）

亡
失

、
損

傷
の

報
告

状
況

有
　

・
　

無

（
２

）
物

品
確

認
の

実
施

状
況

有
　

・
　

無

金
　

額
債

権
の

名
称

前
年

度
末

本
　

年
　

度
　

中
本

年
度

末
備

　
考

増
減

金
　

額
金

　
額

金
　

額

　
母

子
福

祉
資

金
貸

付
5
5
,
5
6
8
,
1
0
8

2
,
5
9
0
,
3
6
0

6
,
1
6
4
,
0
3
5

5
1
,
9
9
4
,
4
3
3

家
庭

支
援

課
母

子
福

祉
資

金
貸

付
3
2
2
,
0
9
6
,
8
1
0

1
9
,
5
9
5
,
7
6
8

3
4
,
5
7
2
,
6
5
4

3
0
7
,
1
1
9
,
9
2
4

円
円

円
円

　
母

子
福

祉
資

金
貸

付
1
5
2
,
7
8
4
,
1
2
3

1
2
,
1
7
4
,
7
0
8

1
7
,
1
2
5
,
4
1
8

1
4
7
,
8
3
3
,
4
1
3

西
部

福
祉

保
健

局
　

母
子

福
祉

資
金

貸
付

1
1
3
,
7
4
4
,
5
7
9

4
,
8
3
0
,
7
0
0

1
1
,
2
8
3
,
2
0
1

1
0
7
,
2
9
2
,
0
7
8

中
部

福
祉

保
健

局

合
　

　
計

3
3
9
,
5
5
0
,
7
7
6

1
9
,
5
9
5
,
7
6
8

3
6
,
3
0
7
,
3
4
7

3
2
2
,
8
3
9
,
1
9
7

過
誤

払
返

納
金

（
児

童
扶

養
手

当
）

3
,
3
3
3
,
8
3
0

0
1
8
5
,
8
5
0

3
,
1
4
7
,
9
8
0

　
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
9
5
4
,
4
3
4

0
1
9
2
,
8
0
4

7
6
1
,
6
3
0

家
庭

支
援

課
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
9
,
3
3
5
,
9
9
8

0
1
,
1
5
6
,
4
6
6

8
,
1
7
9
,
5
3
2

　
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
2
,
5
0
8
,
3
0
6

0
1
2
8
,
7
5
0

2
,
3
7
9
,
5
5
6

西
部

福
祉

保
健

局
　

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

5
,
8
7
3
,
2
5
8

0
8
3
4
,
9
1
2

5
,
0
3
8
,
3
4
6

中
部

福
祉

保
健

局

　
父

子
福

祉
資

金
貸

付
2
,
6
7
0
,
0
0
0

0
1
7
3
,
6
4
5

2
,
4
9
6
,
3
5
5

家
庭

支
援

課
父

子
福

祉
資

金
貸

付
4
,
7
8
4
,
1
3
8

0
3
9
2
,
3
7
7

4
,
3
9
1
,
7
6
1

　
父

子
福

祉
資

金
貸

付
1
,
2
0
1
,
4
0
0

0
1
3
3
,
4
0
4

1
,
0
6
7
,
9
9
6

西
部

福
祉

保
健

局
　

父
子

福
祉

資
金

貸
付

9
1
2
,
7
3
8

0
8
5
,
3
2
8

8
2
7
,
4
1
0

中
部

福
祉

保
健

局
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１
９

　
貸

付
金

等
状

況
調

べ
（

１
）

総
括

表
（

単
位

：
円

）
本

年
度

末
現

在
前

年
度

末
現

在
本

年
度

貸
付

額
償

還
額

不
納

欠
損

額
償

還
免

除
額

貸
付

残
高

貸
付

残
高

 
(
Ａ

)
(
Ｂ

)
(
Ｃ

)
(
Ｄ

)
(
Ｅ

)
(
A
+
B
)
-
(
C
+
D
+
E
)

3
0
8
,
5
1
5
,
2
1
8

1
9
,
5
9
5
,
7
6
8

4
1
,
5
2
9
,
7
3
0

0
0

2
8
6
,
5
8
1
,
2
5
6

7
,
3
1
5
,
5
9
0

0
1
,
6
1
4
,
9
8
3

0
0

5
,
7
0
0
,
6
0
7

4
,
7
8
4
,
1
3
8

0
3
4
9
,
1
6
3

0
0

4
,
4
3
4
,
9
7
5

3
2
0
,
6
1
4
,
9
4
6

1
9
,
5
9
5
,
7
6
8

4
3
,
4
9
3
,
8
7
6

0
0

2
9
6
,
7
1
6
,
8
3
8

（
２

）
償

還
状

況
（
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
）

（
単

位
：

円
）

前
年

度
末

現
在

本
年

度
貸

付
額

収
入

調
定

額
償

還
額

不
納

欠
損

額
償

還
免

除
額

収
入

未
済

額
償

還
期

未
到

来
分

貸
付

残
高

(
Ａ

)
(
Ｂ

)
(
Ｃ

)
(
Ｄ

)
(
Ｅ

)
(
Ｆ

)
(
C
-
D
-
E
)

(
A
+
B
)
-
(
C
+
F
)

過
年

度
分

2
1
,
3
1
5
,
7
0
3

4
,
0
8
2
,
8
9
5

0
0

1
7
,
2
3
2
,
8
0
8

現
年

度
分

3
9
,
4
3
5
,
3
1
5

3
7
,
4
4
6
,
8
3
5

0
0

1
,
9
8
8
,
4
8
0

小
　

計
6
0
,
7
5
1
,
0
1
8

4
1
,
5
2
9
,
7
3
0

0
0

1
9
,
2
2
1
,
2
8
8

過
年

度
分

1
9
5
,
8
5
5

1
9
,
3
3
4

0
0

1
7
6
,
5
2
1

現
年

度
分

3
,
8
2
3

1
,
1
3
7

0
0

2
,
6
8
6

小
　

計
1
9
9
,
6
7
8

2
0
,
4
7
1

0
0

1
7
9
,
2
0
7

合
　

計
6
0
,
9
5
0
,
6
9
6

4
1
,
5
5
0
,
2
0
1

0
0

1
9
,
4
0
0
,
4
9
5

（
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
）

（
単
位
：
円
）

前
年

度
末

現
在

本
年

度
貸

付
額

収
入

調
定

額
償

還
額

不
納

欠
損

額
償

還
免

除
額

収
入

未
済

額
償

還
期

未
到

来
分

貸
付

残
高

(
Ａ

)
(
Ｂ

)
(
Ｃ

)
(
Ｄ

)
(
Ｅ

)
(
Ｆ

)
(
C
-
D
-
E
)

(
A
+
B
)
-
(
C
+
F
)

過
年

度
分

1
,
3
2
1
,
7
1
2

2
4
6
,
6
6
3

0
0

1
,
0
7
5
,
0
4
9

現
年

度
分

1
,
5
8
5
,
9
2
0

1
,
3
6
8
,
3
2
0

0
0

2
1
7
,
6
0
0

小
　

計
2
,
9
0
7
,
6
3
2

1
,
6
1
4
,
9
8
3

0
0

1
,
2
9
2
,
6
4
9

過
年

度
分

0
0

0
0

0
現

年
度

分
0

0
0

0
0

小
　

計
0

0
0

0
0

合
　

計
2
,
9
0
7
,
6
3
2

1
,
6
1
4
,
9
8
3

0
0

1
,
2
9
2
,
6
4
9

利
子

元
金

7
,
3
1
5
,
5
9
0

0
4
,
4
0
7
,
9
5
8

貸
　

付
　

額
本

　
　

年
　

　
度

本
　

年
　

度
　

末
備

　
考

区
　

分

本
　

年
　

度
　

末
備

　
考

区
　

分

元
金

利
子

3
0
8
,
5
1
5
,
2
1
8

1
9
,
5
9
5
,
7
6
8

2
6
7
,
3
5
9
,
9
6
8

区
分

合
　

　
計

区
分

貸
　

付
　

額
本

　
　

年
　

　
度

備
　

考

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
個

人
父

子
福

祉
資

金
貸

付
金

個
人

母
子

福
祉

資
金

貸
付

金
個

人

本
　

年
　

度
（

 
元

 
金

 
の

 
み

 
）

貸
　

付
　

額
貸

　
付

　
先

貸
　

付
　

金
の

　
名

　
称
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（
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
）

（
単
位
：
円
）

前
年

度
末

現
在

本
年

度
貸

付
額

収
入

調
定

額
償

還
額

不
納

欠
損

額
償

還
免

除
額

収
入

未
済

額
償

還
期

未
到

来
分

貸
付

残
高

(
Ａ

)
(
Ｂ

)
(
Ｃ

)
(
Ｄ

)
(
Ｅ

)
(
Ｆ

)
(
C
-
D
-
E
)

(
A
+
B
)
-
(
C
+
F
)

過
年

度
分

0
0

0
0

0
現

年
度

分
3
4
9
,
1
6
3

3
4
9
,
1
6
3

0
0

0
小

　
計

3
4
9
,
1
6
3

3
4
9
,
1
6
3

0
0

0
過

年
度

分
0

0
0

0
0

現
年

度
分

2
,
4
6
5

2
,
4
6
5

0
0

0
小

　
計

2
,
4
6
5

2
,
4
6
5

0
0

0
合

　
計

3
5
1
,
6
2
8

3
5
1
,
6
2
8

0
0

0

○
　

意
見

、
要

望
等

（
１

）
業

務
に

関
す

る
意

見
・

要
望

等

（
２

）
監

査
委

員
事

務
局

に
対

す
る

要
望

等

利
子

元
金

4
,
7
8
4
,
1
3
8

0
4
,
4
3
4
,
9
7
5

区
分

貸
　

付
　

額
本

　
　

年
　

　
度

本
　

年
　

度
　

末
備

　
考

区
　

分

　
特

に
な

し

　
特

に
な

し
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